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第Ⅰ章 はじめに 
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１．計画の目的と位置付け 

（１）計画の目的 

県内の地域公共交通は、進み続ける人口減少や高齢化、自動車利用を前提とした宅地開発や集客

施設の郊外化などにより長期的に利用者の減少が進み、令和２年からの新型コロナウイルス感染症

の拡大によりさらに利用者が減少する中、エネルギー価格高騰に伴う負担増などにより厳しい状況

に置かれています。また、県内各地には交通不便地域が存在しており、特に移動手段を持たない高

齢者や若者の移動手段の確保が喫緊の課題となっています。 

令和２年の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正に伴い、既存の公共交通や交

通不便地域における移動手段の確保・充実に向けた取組などの方向性が示され、県内の多様な輸送

資源について、広域的な視点から望ましい地域旅客運送サービスの姿を明らかにする地域公共交通

計画の作成が努力義務とされました。 

また、県では、三重が持つ強みや特長を生かし、国内外から選ばれる現代の「美
うま

し国」の実現を

めざし、おおむね 10 年先の三重のすがたを見据えた『強じんな美し国ビジョンみえ』と、その実

現に向けた 5 年間の取組を示す『みえ元気プラン』を、令和４年 10 月に策定しました。 

これらを踏まえながら、さまざまな課題を克服し、県内の地域公共交通が、県民の暮らしや観光

振興、経済発展を支える安全、便利で快適な移動手段としていつまでも利用し続けることができる

よう、国や市町と連携し、県民や地元企業の皆さんと協働しながら、地域公共交通をつくり上げて

いきます。 

 

（２）計画の位置付け 

本計画は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」を根拠法とし、同法第５条に基づく

法定計画「地域公共交通計画」として策定するものです。 

策定する計画については、『強じんな美し国ビジョンみえ』および『みえ元気プラン』を上位計

画に位置付け、この実現に向けた地域公共交通に関する個別計画となります。 

県の環境、健康、福祉、防災などの関連計画と整合を図るとともに、各市町の地域公共交通計画

との整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

【長期ビジョン】 強じんな美し国ビジョンみえ 

【戦略計画】   みえ元気プラン 

【都市計画】   三重県都市計画区域マスタープラン「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

         （圏域マスタープラン、区域マスタープラン） 

三重県地域公共交通計画 市町地域公共交通計画 整合 

※主に広域的な課題を扱う ※主に地域内交通の課題を扱う 

【根拠法】  地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 
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２．計画の枠組み 

（１）計画の期間 

計画の期間は、令和６年度～令和 10 年度（５年間）とします。 

 

（２）対象とする交通手段 

対象とする交通手段は、国の『地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 第３版』（令和４年）

に基づく「地域旅客運送サービス」（以後、地域交通）を対象とします。 

なお「その他旅客運送」（自家用有償旅客運送、福祉輸送など）については、鉄道駅からの二次

交通や過疎地域の移動支援など、公共交通機関を補完する手段として取り扱います。 
 

地域旅客運送サービス 

公共交通機関 その他旅客運送 

鉄軌道 自家用有償旅客運送 

路線バス 福祉輸送 

旅客船 スクールバス 

コミュニティバス 病院・商業施設等の送迎サービス 

デマンド交通 ボランティア輸送※ 

乗用タクシー     自動車運転代行業    ‥など 

    ※ボランティア輸送とは、道路運送法上の許可・登録を行わず、有償に当たらない「互助」による輸送です。 

 

（３）計画の区域 

計画区域は三重県全域とします。 

本計画では、都市計画区域マスタープラン等  

の地域区分を踏まえ、５つの地域「北勢」「中勢」 

「伊勢志摩」「伊賀」「東紀州」に区分します。 

なお、隣接県とつながる地域公共交通につい

ては、県内区間を対象としますが、県民の越境

移動や観光、経済活動の交流移動等を想定し、

他県との連携を検討します。 
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参考：上位計画・関連計画等 

上位計画として、県政運営の指針となる長期ビジョン「強じんな美し国ビジョンみえ」および、

中期の戦略計画である「みえ元気プラン」の概要を整理します。 

 

強じんな美し国ビジョンみえ 

計画期間 令和 4（2022）年度から令和 13（2031）年度までの 10 年間 

計画理念 「強じんで多様な魅力あふれる『美し国』」の実現 

概  要  県政運営の基本姿勢や政策展開の方向を
示す県の長期構想を示したものであり、人
口減少や高齢化などのさまざまな課題に直
面する中で、地域の特性を生かした「強じ
んで多様な魅力あふれる『美し国』」の実現
のための政策を示している。 

 右に示す「政策展開の基本方向（４本の
柱）」と「16 の政策」に従って各種施策を推
進することとしている。 

 

11 交通・暮らしの基盤 ※抜粋 

県民の皆さんの日々の暮らしを支えると
ともに、地域の経済活動を活性化し、地域
の活力を生み出す基盤となる道路や港湾な
どの整備、公共交通の確保・充実を図りま
す。 

 

みえ元気プラン 

計画期間 令和 4（2022）年度から令和 8（2026）年度までの 5 年間 

計画理念 「強じんで多様な魅力あふれる『美し国』」の実現 

概  要 今後の三重の成長戦略として、「強じんな美し国ビジョンみえ」が掲げる基本理念「強じんで多
様な魅力あふれる『美し国』」の実現に向けて推進する取組内容をまとめた、令和 4（2022）年度か
ら、県政 150 周年の節目となる令和 8（2026）年度までの 5 年間の中期の戦略計画。 

「強じんな美し国ビジョンみえ」の政策展開の基本方向（４本の柱）で行う施策を示している。 

■施策の内容 

  
  

施策 11-2 

公共交通の確保・充実 

 ※抜粋 

持続可能な公共交通
の確保・充実に向け
て、県内各市町で地域
公共交通計画の策定が
進み、地域の実情に応
じた交通に関する方向
性が整理され、多様な
輸送資源を活用するこ
となどにより、新たな
移動手段の確保が進ん
でいます。 
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三重県人口減少対策方針 

計画期間 令和５（2023）年度から令和８（2026）年度までの４年間 

計画理念 － 

概  要  本県の人口減少に係る調査・分析や県と市町で構成する「みえ人口減少対策連携会議」および有識
者の意見等をふまえ策定した、人口減少対策の方向性を示すもの。 

 定住促進や流入促進に向けた課題として、「公共交通の利便性が低い」ことが挙げられており、対
策として移動手段の確保や、まちづくりと連動した交通ネットワークの構築を図ることとしている。 
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三重県都市計画区域マスタープラン「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

計画期間 圏域マスタープラン：平成 30（2018）年度策定より、おおむね 20 年間 

都市計画区域マスタープラン：基準年 令和２（2020）年から、目標年次 令和 12（2030）年 

計画理念 ※「三重県都市計画基本方針」（平成 29 年策定）における【三重県の都市づくりの方向】より 

・地域の個性を生かした魅力の向上     ・都市機能の効率性と生活利便性の向上 
・災害に対応した安全性の向上       ・産業振興による地域活力の向上 
・県民と共に考える地域づくり 

概  要 ■都市計画区域マスタープランの位置づけ 

都市計画法第 6 条の 2 の規定に基づき、都
道府県が当該都市計画区域全体を対象とし
て、広域的見地から、区域区分をはじめとし
た都市計画の基本的方針を定めるもの。 

県では都市計画区域マスタープラン改定に
先立ち「三重県都市計画基本方針」を策定。 

都市計画区域より広い圏域（５圏域）に対
し、おおむね 20 年後の将来都市像等を示した
「圏域マスタープラン」を設定したうえで、
おおむね 10 年間の具体的な都市計画の方針
を、「区域マスタープラン」として設定する。 

 

■圏域マスタープランにおける各圏域の都市計画の理念 

三重県を以下の５圏域に区分し、各圏域の都市計画の理念と、三重県都市計画基本方針に基づく
都市づくりの方向に基づく目標を設定する。 

対象圏域 各圏域の都市計画の理念 

北勢圏域 未来に向けて新しい価値を創造する都市（まち） 

中南勢圏域 三重の中枢を担い、世代を超えて育む文化・教育・スポーツの都市（まち） 

伊勢志摩圏域 豊かな自然や悠久の歴史・文化とともに常若に生きるまち 

伊賀圏域 恵まれた資源が紡ぐ、人々が行き交う、こころ豊かなまち 

東紀州圏域 自然・文化と命の道により交流を育み、美しい風景の中に暮らすまち 

 

■区域マスタープラン 

都市計画区域を右図の 20 区域に区分分
し、各区域の将来都市構造を図示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画区域図】 

参考【中南勢圏域将来都市構造図】のうち 
  「都市機能の効率性と生活利便性の向上」 
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三重県観光振興基本計画 

計画期間 令和６（2024）年度から令和 8（2026）年度までの 3 年間 

計画理念 － 

概  要 県内の観光振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画。 

国内外の旅行者がおすすめしたい観光地になることで、観光産業が地域経済に貢献し、三重県全
体の発展に寄与するとともに、住民が地域に対して愛着や誇りを持っている状態である「旅行者よ
し、事業者よし、地域住民よしの持続可能な観光地」をめざし、３本の施策の柱を軸に観光振興に
関する施策を展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の柱 内容 

質が高く、持続可能な 

観光地づくり 

観光産業が地域経済に貢献し、三重県全体の発展に寄与し続けるために、持続可能な観光地マネ
ジメントに取り組むとともに、本県の持つポテンシャルの高い観光コンテンツを磨き上げて質の
向上を図り、旅行者の受入体制の基盤整備を進めることで、旅行者および地域住民の満足度を向
上させます。 

戦略的な観光誘客の 

推進 

観光誘客における地域間競争が激化する中、観光により地域を発展させていくためには、データ
に基づいた的確な観光マーケティングが必要不可欠となってきます。地域の特性を生かしたマー
ケティング戦略がＤＭＯにより策定・実行されることを支援していくとともに、大都市圏プロモ
ーションを中心とした戦略的な国内誘客と、海外の高付加価値旅行者をターゲットとしたインバ
ウンドプロモーションやＭＩＣＥ誘致・産業観光の推進に取り組んでいきます。 

魅力的な観光産業の 

確立 

観光産業が地域経済に寄与するだけでなく、社会面や環境面も含め、雇用や地域への愛着などさ
まざまな形で持続可能な地域づくりに貢献していることを、ＤＭＯや観光事業者、他産業の事業
者も交えた意見交換等を通じ、観光だけでなく他産業の事業者もこうした貢献をしっかりと認識
するとともに、これら観光産業の経済・社会・環境の各方面での貢献を地域住民にも浸透する取
組を進めます。また、観光産業の人材不足が深刻な課題となる中、この状況が改善されないまま
10 年後の次期式年遷宮を迎えた場合、次期式年遷宮の好機を活用したリピーター獲得やさらなる
誘客に繋げるどころか、旅行者を十分におもてなしできない可能性があります。将来に向け、市
町や観光関係団体と協力し、今こそ観光産業の「土台」である人材の確保・定着に取り組み、ま
た、観光産業の生産性向上、魅力向上を図り、観光産業の持続性を高めます。 
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三重県地球温暖化対策総合計画 

計画期間 令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 年間 

計画理念 県民一人ひとりが脱炭素に向けて行動する持続可能な社会 

概  要  本県は令和元（2019）年 12 月に、
2050 年までに県域からの温室効果ガス
の排出実質ゼロをめざす「ミッション
ゼロ 2050 みえ」を宣言した。 

 県民一人ひとりが脱炭素社会を共通
のゴールとして認識したうえで、各主
体が共有・共感し、一体となって取り
組むことで、2030 年度までに温室効果
ガス排出量を 2013 年度比で 47％削減
することをめざす。 

 県の二酸化炭素排出量のうち、運輸
部門からの排出量は約 15％であり、そ
の約 94％は自動車から排出される。 

 運輸部門からの排出量を削減するた
め、移動・輸送の脱炭素化や、公共交
通の充実、道路交通流対策を推進する
ものとしている。 

 

■二酸化炭素排出量の構成比（2019 年度）     ■県の「運輸部門」の排出量の構成比 

 ※外円：三重県、内円：全国 
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第Ⅱ章 地域公共交通の現状と課題 
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１．地域の特性と課題 

（１）人口減少・高齢化の進行 

① 年齢層別の人口推移 

三重県の人口は、平成 17 年をピークに減少傾向に転じており、将来推計においても減少傾向は

続くと予測されています。特に、通勤、通学に影響する 14 歳以下の若年人口、15～64 歳の生産年

齢人口の減少は大きく、将来の公共交通維持に向けた懸念が残る状態です。 

地域別では、北勢地域では平成 27年まで人口が増加していましたが、令和 2年に減少に転じまし

た。中勢地域では平成 17 年まで人口が増加していましたが、平成 22 年に減少に転じました。伊勢

志摩地域と東紀州地域では人口の減少が続いています。伊賀地域では、平成 12 年以降人口の減少

が続いています。 

 

■三重県の人口推移と将来推計値（年齢区分別） 

 
出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計） 

 

■地域別の人口推移（地域別） 

 
出典：国勢調査 
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② 高齢化の進行 

県内市町の大半は、WHO（世界保健機構）の定める「超高齢社会」の定義（高齢化率 21％以上）

を大きく超えており、東紀州地域では高齢化率 41%以上の市町が多くなっています。 

高齢化率の高い市町の多くは、全部又は一部が過疎地域※に指定されており、山間部に広範に広

がる高齢者の移動ニーズに対して、既存の公共交通では対応が難しい状況となっています。 

※「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法」において、「人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生

産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域」と規定される市町 

 

■高齢化率（令和２年 10 月１日現在）           （参考）過疎地域指定状況（令和４年時点） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧飯南町、旧飯高町 

旧島ヶ原村、旧阿山町、 
旧大山田村、旧青山町 

⚫ 人口減少・高齢化の進行により、通勤や通学などの定期利用者がさらに減少するな

ど地域公共交通を取り巻く環境は厳しさを増すことから、持続可能な地域交通の実

現に向けて、交通事業者はもとより関係機関が一体となって取り組む必要がありま

す。 

⚫ 高齢者の買い物や通院などの日常生活における移動ニーズに対応するための地域内

交通や、若者の通学などに必要な広域ネットワークの維持・充実が求められます。 

課題 
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（２）自家用車の保有・利用状況 

① 一世帯あたり自家用車保有台数の推移 

一世帯あたりの自家用車の保有

台数は 1.4 台で推移しています。 

全国平均は約１台となっている

ことから、本県では保有台数が多

く、交通手段を自家用車に依存し

ていると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 年齢別の運転免許保有率 

年齢別の運転免許保有率については、22～60 歳の年齢層で保有率がほぼ 100％となっており、県

民の多くが自家用車を利用できる環境にあります。 

 

  ■運転免許保有率 

 
備考 令和４年４月時点の運転免許保有者数※を、令和４年 10 月時点の国および県の人口で割り戻して算定 
   ※２種類以上の運転免許保有者は、上位の運転免許として計上 

    （例）大型免許と普通免許を保有する人は、大型免許保有としてカウント 
出典：運転免許統計（警察庁ホームぺージ） 
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■一世帯あたり自家用乗用車保有台数の推移（各年３月末） 

 
出典：（一財）自動車検査登録情報協会資料 「自家用乗用車の世帯当たり 

普及台数 (毎年３月末現在)」 
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③ 運転免許証の返納状況 

運転免許返納数の推移を見ると、東池袋自動車暴走死傷事故のあった令和元年以降、年間６～８

千人の高齢者が運転免許の自主返納をしており、その大半は 75 歳以上となっています。 

県では、交通事業者や市町と連携し、返納後の公共交通利用の促進に向けて「運転免許証自主返

納サポートみえ」の取組を行っています。 

 

■高齢者の運転免許返納数の推移（三重県） 

 

 

■「運転免許証自主返納サポートみえ」交通関連事業所 
 

交通種別 実施概要 対象事業者 

路線バス 
フリーパス定期券の販売 

普通運賃の半額 
三重交通グループ、三岐バス 

タクシー 
高齢者運賃割引 

（0.5 割引～1 割引） 

四日市つばめ交通、勢の國交通、名鉄四日市タクシー、三重第一交通株

式会社、久居交通、河芸タクシー有限会社、安全タクシー三重、中川タ

クシー、嬉野タクシー有限会社、野呂自動車有限会社、株式会社キタモ

リ、クリスタルタクシー、熊野第一交通株式会社 

送迎バス 無料往復バスの運行 玉城町社会福祉協議会 

コミュニティバス 
※桑名市、松阪市、尾鷲市、鈴鹿市、鳥羽市、東員町、明和町、紀北町において、各市町のコミュニテ

ィバスの運賃割引等を実施 

出典：三重県 HP 「【返納者向け】運転免許証自主返納後の支援制度（運転免許証自主返納サポートみえ）について」 
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（令和元年４月19日） 

⚫ 一世帯あたり 1.4台以上の自家用車を保有し、県民の多くが運転免許を保有しており、

自動車利用が中心となる中で、自動車依存から脱却し、地域公共交通の積極的な利用を

進めることが求められます。 

⚫ 高齢者が運転免許証を自主返納できる環境づくりに向けて、高齢者の移動ニーズに対応

した地域内交通の確保・充実が求められます。 

課題 

 



 

14 

 

 

（３）交通事故データ 

県内の人身事故件数と高齢者の人身事故件数は、平成 27 年以降減少を続けていますが、事故件

数に占める高齢者の事故の割合は増加傾向にあり、令和４年時点で２割を超えています。 

交通事故の死者のうち 65 歳以上の高齢者の占める割合は約７割と高く、高齢者の関わる交通事

故は甚大な被害につながりやすい傾向があります。また、交通事故の多くは、自動車が関わる車両

相互事故が多くなっています。 

県内の交通事故発生箇所については、市街地開発が進み交通量の多い鉄道駅周辺に集まる傾向が

あるほか、駅から離れた住宅地や幹線道路沿いでも交通事故が多く見られます。 

 

■県内の人身事故件数及び高齢者人身事故件数の推移         ■県内の交通事故死者数の年齢層別割合 

 
             出典：三重県 HP 「高齢運転者を取り巻く状況」     出典：三重県警察「三重の交通事故（令和４年 12 月末）」 

             ※高齢者の事故は、第一当事者が高齢者の事故をいう 

 

 

■県内の交通事故形態別の交通事故件数               ■県内の交通事故発生箇所 

（令和４年中の交通事故の内訳）                  （令和４年中の交通事故） 
 

 
 出典：警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ（令和４年中）」より集計 

 ※警察庁が公表するオープンデータをもとに、三重県内で発生した全ての交通事故 

  より、事故当事者別の内訳を算定した。 

 ※集計元データ、集計対象が異なるため、上記の「原付以上の運転者が第一当事者に 

なった事故件数」とは、数値が異なっている。 
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⚫ 交通事故の減少に向けて、自動車から地域公共交通への転換を促進する取組が求めら

れます。 

課題 
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 ● 高齢者の関連しない事故 

出典：警察庁「交通事故統
計情報のオープンデータ」
（令和４年中）より作図 
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（４）県民アンケートからの日常的な移動の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県民アンケート調査の概要 

地域ごとに交通の実態や地域公共交通への意見を把握するため、県民アンケート調査を令和４年 11月～令和５年２月末に

実施しました。 

県民アンケート調査から得られた日常的な移動の状況は p.16～p.17 に、公共交通の利用環境への評価は p.38～p.39 に示し

ます。 

調査期間 令和４年 11月～令和５年２月末 

調査方法 インターネットを用いた WEBアンケート調査 

 （東紀州地域のみ、紙面アンケート 500名（回答 147名、回収率 29.4％）を追加で実施） 

回収状況 全 2,078サンプル（各地区の回答件数は下表の通り） 

※統計的に結果が安定する約 400 サンプルを地区ごとに確保するよう設定 

 

■回収状況 

 
※東紀州地域は、WEB206 サンプル、紙面 147 サンプルの合計 353 サンプルとして整理 
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① 移動の頻度と行き先 

通勤・通学は、ほぼ毎日が約半数、移動しないが約３割で、地区による頻度の違いは見られませ

ん。買い物は、週に１～２日以上の人が合計で約９割であり、ほぼ全ての人が週１回は買い物に出

かけています。また通院は、月に数回、年に数回が多く頻度は低いものの定期的に発生しています。 
 

通勤・通学（単数回答） 買い物（単数回答） 

  
通院（単数回答） （参考）その他の目的での市町外への移動（単数回答） 

  

 
※ グラフ中の数値は 5％以上のものを表示 

② 移動の行き先（地域別） 

自宅と同じ市町への移動の割合は、通勤・通学では約７割、買い物が約９割、通院が約８割であ

り、多くの地区で自宅と同じ市町で目的が完結する人が多くなっています。なお、北勢地域につい

ては県内他市町に通勤・通学する割合が他地域よりも多い傾向にあり、東紀州地域では、買い物、

通院に関して他市町や県外まで移動する人が多くなっています。 
 

通勤・通学（単数回答） 買い物（単数回答） 

  
通院（単数回答） （参考）その他の目的での市町外への移動（単数回答） 

  

 

※ グラフ中の数値は 5％以上のものを表示  
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伊賀(429件)

東紀州(350件)

週に5日以上 週に3～4日 週に1～2日 月に数回程度 年に数回程度 移動していない

65.2 

53.3 

70.2 

66.3 

68.7 

68.0 

28.1 

36.8 

28.2 

33.0 

16.8 

24.9 

6.7 

9.9 

14.4 

7.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(1415件)

北勢(302件)

中南勢(309件)

伊勢志摩(288件)

伊賀(291件)

東紀州(225件)

87.1 

87.1 

90.0 

86.3 

91.6 

78.9 

9.7 

11.0 

9.3 

13.7 

11.1 9.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(2015件)

北勢(420件)

中南勢(439件)

伊勢志摩(408件)

伊賀(416件)

東紀州(332件)

78.2 

78.4 

83.2 

79.0 

82.3 

65.5 

16.7 

18.3 

16.2 

19.7 

7.7 

23.0 

5.0 

10.0 

11.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(1512件)

北勢(306件)

中南勢(334件)

伊勢志摩(310件)

伊賀(310件)

東紀州(252件)

57.2 

55.7 

65.2 

75.4 

31.7 

60.2 

42.8 

44.3 

34.8 

24.6 

68.3 

39.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(1689件)

北勢(345件)

中南勢(359件)

伊勢志摩(342件)

伊賀(369件)

東紀州(274件)

78.2 

78.4 

83.2 

79.0 

82.3 

65.5 

16.7 

18.3 

16.2 

19.7 

7.7 

23.0 

5.0 

3.3 

0.6 

1.3 

10.0 

11.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(1512件)

北勢(306件)

中南勢(334件)

伊勢志摩(310件)

伊賀(310件)

東紀州(252件)

自宅と同じ市町 県内の他の市町 県外
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③ 移動時の交通手段（地域別） 

移動時の交通手段は、どの移動目的でも「自動車（運転）」が８割程度と、自動車偏重の傾向で

す。公共交通の利用は、通勤・通学、その他の目的（主に遊び、レジャー等）で１割程度ですが、

伊勢志摩地域、東紀州地域ではその割合が低くなっています。 
 

通勤・通学（単数回答） 買い物（単数回答） 

  
通院（単数回答） （参考）その他の目的での市町外への移動（単数回答） 

  

 
※ グラフ中の数値は 5％以上のものを表示 

④ 自動車と公共交通の選択傾向 

自動車偏重の利用となっ

ている中で、公共交通の利

用ができる場面でも「ほぼ

確実に自動車を選ぶ」「自

動車を選ぶことが多い」と

する回答が９割を占めてい

ます。 

特に東紀州地域ではこの

傾向が強くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 

12.6 

10.0 

5.6 

11.3 

77.8 

72.8 

77.7 

81.3 

77.0 

81.1 5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(1418件)

北勢(302件)

中南勢(309件)

伊勢志摩(288件)

伊賀(291件)

東紀州(228件)

82.7 

82.1 

84.7 

85.0 

81.5 

79.6 

7.1 

7.1 

6.8 

6.1 

8.4 

7.2 5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(2016件)

北勢(420件)

中南勢(439件)

伊勢志摩(408件)

伊賀(416件)

東紀州(333件)

82.0 

84.3 

84.1 

82.9 

79.7 

78.3 

5.8 

5.4 

7.7 

9.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(1513件)

北勢(306件)

中南勢(334件)

伊勢志摩(310件)

伊賀(310件)

東紀州(253件)

12.0 

14.2 

13.6 

9.9 

16.0 

71.8 

72.5 

72.4 

75.7 

67.8 

70.7 

14.2 

11.3 

12.5 

12.6 

13.8 

22.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(1691件)

北勢(345件)

中南勢(359件)

伊勢志摩(342件)

伊賀(369件)

東紀州(276件)

2.2 

2.9 

0.6 

1.9 

3.5 

2.4 

0.9 

0.7 

0.9 

1.3 

0.3 

0.1 

0.6 

0.3 

0.3 

0.6 

82.0 

84.3 

84.1 

82.9 

79.7 

78.3 

5.8 

2.9 

5.4 

3.9 

7.7 

9.9 

1.4 

0.7 

0.9 

1.0 

1.6 

3.2 

2.6

3.3

2.4

4.2

1.9

0.8

4.2

4.9

4.5

3.9

4.2

3.6

0.1

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(1513件)

北勢(306件)

中南勢(334件)

伊勢志摩(310件)

伊賀(310件)

東紀州(253件)

鉄道 高速バス 路線バス コミュニティバス
タクシー 自動車（運転） 自動車（同乗） 原付・バイク
自転車 徒歩 病院の送迎バス その他の手段

■自動車と公共交通の手段選択について（単数回答） 

 

63.1 

55.3 

63.9 

64.8 

59.0 

75.0 

27.3 

34.5 

25.1 

27.0 

28.7 

19.8 

5.4 

6.0 

6.3 

4.8 

7.0 

2.0 

1.8 

2.1 

2.2 

1.0 

2.1 

1.4 

2.4 

2.1 

2.5 

2.4 

3.3 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(2073件)

北勢(432件)

中南勢(446件)

伊勢志摩(418件)

伊賀(429件)

東紀州(348件)

ほぼ確実に自動車を選ぶと思う 自動車を選ぶことが多いと思う 公共交通を選ぶことが多いと思う

ほぼ確実に公共交通を選ぶと思う 自動車を選ぶことができない

⚫ 県民の通勤・通学や買い物、通院などの日常生活の移動は、居住地と同じ市町で完結

する移動が多いことから、市町と連携しながら、身近な移動を支える地域内公共交通

の確保・充実を図ることが求められます。 

⚫ 公共交通の利便性に関わらず、県内すべての地域で自動車への依存傾向が高い傾向に

あり、可能な限り地域公共交通に転換を促すことができるよう、環境整備や転換策が

求められます。 

課題 
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（５）国勢調査に基づく通勤・通学流動 

① 各市町の通勤・通学人口の特徴 

令和２年実施の国勢調査に基づく各市町の通勤・通学人口を見ると、東紀州地域や伊勢志摩地域

では、複数の市町で同一市町への通勤・通学の割合が 7 割以上（図中、赤字箇所）となっています。 

他市町への通勤・通学の多い市町については、各地域の中心地（四日市市、松阪市、伊勢市など）

の近隣に位置しているところが多く、中心地の主要駅や医療機関、商業地への移動が多いと考えら

れます。 

 
  ■通勤・通学人口の概要 

 
出典：令和２年国勢調査を元に作成 

 

 
 

72.1%

58.4%

66.1%

57.8%

64.8%

38.5%

39.9%

47.9%

34.2%

36.9%

77.0%

67.6%

49.7%

42.0%

61.9%

72.2%

72.9%

77.3%

43.6%

39.4%

59.8%

68.0%

64.8%

80.5%

82.6%

77.2%

75.7%

61.6%

51.2%

22.5%

37.8%

31.0%

38.7%

32.5%

57.2%

57.1%

48.6%

63.1%

55.3%

19.2%

28.5%

47.9%

54.9%

35.1%

23.5%

24.1%

20.0%

53.9%

58.6%

39.7%

30.0%

33.3%

14.8%

15.8%

21.7%

22.4%

37.7%

45.6%

5.4%

3.9%

2.9%

3.5%

2.7%

4.3%

3.0%

3.5%

2.7%

7.8%

3.8%

3.9%

2.4%

3.1%

3.0%

4.4%

3.1%

2.7%

2.6%

2.0%

0.5%

2.1%

1.9%

4.7%

1.6%

1.1%

1.9%

0.7%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

四日市市

桑名市

鈴鹿市

亀山市

いなべ市

木曽岬町

東員町

菰野町

朝日町

川越町

津市

松阪市

多気町

明和町

大台町

伊勢市

鳥羽市

志摩市

玉城町

度会町

大紀町

南伊勢町

名張市

伊賀市

尾鷲市

熊野市

紀北町

御浜町

紀宝町

北
勢

中
勢

伊
勢
志
摩

伊
賀

東
紀
州

自市町で従業・通学（内内） 他市区町村で従業・通学（内外） 従業地・通学地「不詳」
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② 他市町への通勤・通学先別の従業者・通学者人口の特徴 

他市町への通勤・通学について、北勢地域では四日市市、

桑名市などとの往来が多くなっています。桑名市、四日市

市においては名古屋市との往来が多くなっていますが、そ

の他の市町では概ね県内で完結しています。 

通勤・通学流動の多い市町間移動

（図中、橙・赤色）は、臨海部のＪ

Ｒ・近鉄がつなぐ市町間や名古屋方

面に集中しているほか、伊賀市・名

張市においても一定数の移動が確認

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２年国勢調査を元に作成 

  

⚫ 居住地と同じ市町への通勤・通学が多いことから、地域内の公共交通の確保・充実

が求められます。 

⚫ ＪＲや近鉄などの鉄道がない地域を中心に、通勤や通学を支え、駅などの拠点とつ

なぐ地域間幹線バス等の移動手段の確保が求められます。 

課題 
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（６）移動ビッグデータによる移動状況 

① 出発地と到着地の分布 

KDDI 社 スマートフォンユーザーの位置情報に関するビッグデータ（令和４年 10 月 20 日付）に

基づく、他メッシュへの移動の出発地、到着地別の移動量は下図のとおりです。出発地、到着地と

もに、各市町の拠点駅周辺での移動が多くなっています。 
 

■出発地・到着地別の移動人数（全時間帯合計、１km メッシュ） 

出発地 到着地 

  

 

 

 

 

 

  

移動特性データの概要 

【データ元】 KDDI 社 位置情報データ（au スマートフォンユーザー） 

【対 象 日】 令和４年 10月 20 日（木、終日晴天日） 

【対象件数】 １日間の移動ビッグデータ（データ件数 49,180 件/日） 

【備  考】 １km メッシュ単位の日集計移動データ 

       取得日、出発・到着メッシュの緯度経度、出発・到着時刻、 

       出発・到着メッシュの滞在時間等で構成 
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② 出発地と到着地の組み合せ別の移動量 

県内を出発地又は到着地とする移動の、メッシュ間の組み合せの移動量は以下のとおりです。 

市町内で完結する移動だけでなく、桑名市といなべ市、亀山市と鈴鹿市、伊賀市と名張市など、

同じ地域内にある他市町間の移動についても一定数、確認できます。 

県外との移動については、北勢地域と名古屋市方面間の移動が特に多いほか、伊賀地域と関西方

面間の移動もみられます。 

 

■出発地と到着地の組合せ別の移動人数（合計） 

  

⚫ ＪＲ・近鉄の主要な鉄道駅周辺での移

動や、駅と周辺を結ぶ比較的距離の短

い移動を支える二次交通（バス、タク

シーなど）の確保が求められます。 

⚫ 北勢地域、伊賀地域を中心に、鉄道で

つながる中京圏や関西圏などの他地域

への移動手段を維持していくことが求

められます。 

課題 
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（７）県内観光での移動 

① 観光入込客数の推移と地域別の主要観光施設 

県内には、ナガシマリゾート、伊勢神宮、おかげ横丁などの多くの観光資源が点在しており、観

光は県内の交通需要の一つとなっています。 

観光入込客数の推移では、平成 28 年から令和元年にかけて微増を続けていましたが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、令和 2 年は前年比で 30％以上減少しています。 

地域別ではナガシマリゾートを有する北勢地域と、伊勢神宮などを有する伊勢志摩地域の観光入

込客数が多くなっています。 

 

■県内の観光入込客数の推移 

 

出典：令和４年三重県観光レクリエーション入込客数推計書・観光客実態調査報告書 

 

■県内の観光入込客地域別の推移（令和元年～令和４年） 

 

出典：令和４年三重県観光レクリエーション入込客数推計書・観光客実態調査報告書 

 

■観光入込客数が多い施設５地点（三重県全体） 
 

  
出典：令和元年・令和４年三重県観光レクリエーション入込客数推計書・観光客実態調査報告書 

41,892 42,195 42,605 43,040

28,525 26,820

32,656

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000
観
光
入
込
客
数
（
千
人
）

北勢 中南勢 伊勢志摩 伊賀 東紀州

44.9

46.8

50.2

44.0

15.8

15.5

16.2

15.8

26.7

25.0

21.2

28.5

7.3

7.3

7.4

6.7

5.3

5.4

5.0

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

北勢 中南勢 伊勢志摩 伊賀 東紀州

1,550

1,200

592
414

637
411 336

193 246 187

0

500

1,000

1,500

2,000

令和元年 令和4年 令和元年 令和4年 令和元年 令和4年 令和元年 令和4年 令和元年 令和4年

ナガシマリゾート おかげ横丁 伊勢神宮【内宮】 伊勢神宮【外宮】 二見興玉神社

観
光
入
込
客
数
（
万
人
）

-22.6%

-30.1% -35.5%

-42.6% -23.8%
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② 地域別に見た観光客の移動手段 

観光地への移動手段については、どの地域の施設でも自家用車が最も多く利用される一方、公共

交通の利用については、伊勢志摩地域では２割程度が利用しているものの、大半は数%にとどまっ

ています。 
 

  ■観光客の三重県内における移動手段（令和４年） 

 

出典：令和４年三重県観光レクリエーション入込客数推計書・観光客実態調査報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

県全体
(3,449件)

北勢
(676件)

中南勢
(783件)

伊勢志摩
(882件)

伊賀
(625件)

東紀州
(483件)

自家用車 87.7 90.8 93.9 77.2 89.3 90.5

レンタカー 1.1 0.3 0.3 3.1 0.8 0.6

近鉄 4.4 3.3 0.3 11.6 4.2 -

ＪＲ 0.8 - - 1.4 1.6 0.8

バス・貸切バス 4.1 4.9 0.6 8.6 2.2 2.7

タクシー・ハイヤー 0.3 - - 0.8 0.3 0.6

フェリー・高速船 0.3 - - 1.1 - -

その他 2.7 0.9 4.9 1.4 2.1 5.0

未記入 1.3 1.0 0.4 3.2 0.8 0.6

回答者数 3,449 676 783 882 625 483

⚫ 県内観光における移動手段は自動車が中心となっており、観光移動における自動車利

用からの転換を進めるため、駅からの二次交通の強化などの取組が求められます。 

⚫ 新型コロナウイルス感染症による観光入込客数の減少は大きいものの、国内外からの

観光需要が回復基調にあることから、観光ニーズに応じた交通系ＩＣカード等のキャ

ッシュレス化やバリアフリー対策の推進などが求められます。 

課題 
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２．地域公共交通の現状と課題 

（１）公共交通ネットワークの整備 

県庁所在地の津駅から国内主要都市の鉄道駅までの、鉄道・自動車ごとの最短所要時間は以下の

とおりです。東海道新幹線が通る東京駅や静岡駅は、自動車所要時間より大幅に短縮されるほか、

主要都市である名古屋駅、大阪駅でも自動車に比べて鉄道の所要時間が短くなります。 

一方で、京都駅、富山駅への所要時間は、鉄道での乗換や、高速道路の利便性等から、鉄道と同

程度もしくは若干自動車の所要時間の方が短くなります。 

 

 ■県庁所在地（津駅）から国内主要駅への最短経路での所要時間 

 
 

  

津駅～大阪駅 

鉄道 約 1 時間 40 分（近鉄特急利用） 

車 約 2 時間（高速利用） 

津駅～京都駅 

鉄道 約 1 時間 40 分（新幹線利用） 

車 約 1 時間 30 分（高速利用） 

津駅～東京駅 

鉄道 約 2 時間 40 分（新幹線利用） 

車 約 5 時間 20 分（高速利用） 

津駅～静岡駅 

鉄道 約 2 時間 20 分（新幹線利用） 

車 約 3 時間 20 分（高速利用） 

津駅～名古屋駅 

鉄道 約 50 分（在来線利用） 

車 約 1 時間 15 分（高速利用） 

津駅～富山駅 

鉄道 約 4 時間 10 分（一部新幹線利用） 

車 約 4 時間 10 分（高速利用） 

⚫ 鉄道などの公共交通機関を利用して訪れた来県者のニーズに対応するため、タクシー

など、駅から目的地までの二次交通の確保・充実が求められます。 

課題 
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（２）地域公共交通の状況 

① 県内の地域公共交通 

県内の地域公共交通は、ＪＲ・近鉄による臨海部の幹線軸を中心に県内市町や愛知県、岐阜県お

よび関西圏とつながっています。また、航路により中部国際空港や伊良湖港とつながっています。 

主要鉄道駅と市町の拠点を結ぶように鉄道や路線バスが運行しており、路線バスの運行が困難な

地域ではコミュニティバス等の地域内交通が補完することで、交通網が形成されています。また、

離島部とつなぐ生活航路が運航されています。 
 

  ■公共交通ネットワーク図（全体） 

    

出典：国土数値情報ダウンロードサービス 
   「バス停留所（ポイント）」、「バスルート（ライン）」（令和４年８月） 

   「鉄道（ライン）」（令和４年 12月） 
   「定期旅客航路（ライン）（ポイント）」（平成 24 年４月） 
   を元に作成 
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② 市町別の人口カバー率 

市町別の人口カバー率について、国

の基準に基づき「鉄道及び旅客船乗降

場」については半径 1,000ｍ、「民間バ

ス・コミュニティバスのバス停」につ

いては半径 500ｍの圏域と設定した場

合の、人口カバー率を算定します。 

市町別の人口カバー率については、

コミュニティバスを運行している市町

を中心に８割以上をカバーしており、

自宅近くに駅やバス停があり、利用で

きる環境にあります。 

県南部の市町では、他地域と比べて

やや低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⚫ 県内の広域交通ネットワークの軸であるＪＲ・近鉄の各路線は、地域間や県境を越え

る移動手段として根付いていることを踏まえ、これらの路線を将来にわたり維持して

いくことが求められます。 

⚫ 路線バス、コミュニティバス等により、多くの県民が地域公共交通を利用できる環境

にはあるものの、利用状況に課題があることから、一層の利便性向上と利用促進を図

る必要があります。 

課題 

 

■市町別の人口カバー率 

 （鉄道駅・旅客船乗降場 1,000ｍ 

  ／バス停 500ｍの設定） 

出典：令和２年国勢調査、国土数値情報ダウンロード

サービス「バス停留所」※1、木曽岬町 GTFS デ
ータ、いなべ市地理情報システム「いなっぷ

る」※2、川越町ふれあいバス路線図※2 

 ※1 バス停留所は国土交通省オープンデータをもと
に、令和４年８月時点の路線バス、コミュニテ

ィバスの停留所を設定。（デマンド交通は含ま
ない） 

 ※2 いなべ市、川越町、多気町、玉城町の無料運行

路線は、各市町のバス路線図等を基に算定。 

 

エリア カバー率

北勢 94.4%

中勢 90.4%

伊勢志摩 83.9%

伊賀 95.0%

東紀州 87.7%
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（３）路線バス・タクシー・航路の輸送人員等 

① 路線バス 

路線バスの輸送人員は、人口減少の進行等

により減少傾向にありましたが、新型コロナ

ウイルスの感染拡大に伴う外出規制等の影響

から、令和２年度は約 1,700万人台まで大きく

減少しました。 

輸送人員の減少に伴い、実車走行あたりの

営業収入と収支率も令和２年度に大きく減少

しました。営業収支比率は令和３年度に増加

に転じましたが、コロナ禍前の水準に戻って

いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実車走行キロと実車走行キロ当たり営業収入の推移（三重県） 

 
※高速バスを含む、管内に本社のある事業者の合計 

出典：数字でみる中部の運輸 2023「３．バス (1) バス事業

の推移」 
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■輸送人員の推移（三重県） 

 
※高速バスを含む 

出典：数字でみる中部の運輸 2023「３．バス (1) バス事業の

推移」 
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■営業収支比率の推移（三重県） 

 
※高速バスを含む、管内に本社のある事業者の合計 

出典：数字でみる中部の運輸 2023「３．バス (1) バス事

業の推移」 
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② タクシー 

タクシーの輸送人員は人口減少の進行等により年々減少傾向にあり、特に令和２年度は新型コロ

ナウイルス感染症の影響で大きく減少し、実車走行キロについても輸送人員と同様に減少しました。

令和３年度には増加に転じていますが、コロナ禍前の水準には戻っていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

③ 航路 

旅客船の輸送人員は、人口減少の進行等によ

り減少傾向にあり、令和元年度には約 520 万人

となっています。 

新型コロナウイルス感染症の影響により令和

2 年度には約 290 万人まで減少しています。令

和３年度は若干増加に転じましたが、コロナ禍

前の水準には戻っていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■輸送人員の推移（三重県） 

 

■  

 
出典：数字でみる中部の運輸 2023「５．ハイヤー・タクシー （３）タクシー事業の推移」 

 

■輸送人員の推移（三重県） 

 
出典：数字でみる中部の運輸 2023「６．旅客船 （３） 

旅客航路事業の推移」 
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⚫ 路線バス・タクシー・航路の輸送人員は、いずれも人口減少の進行等により減少傾向

にある中、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて大きく落ち込みました。コロナ

の５類移行に伴い増加に転じているものの、コロナ禍前の水準に戻っていないことか

ら、持続的な地域公共交通の維持・確保に向けて、利用者数の回復に向けた取組を進

めることが求められます。 

課題 
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（４）地域間幹線バス等に対する補助制度 

① 補助制度 

複数の市町間をまたぐ地域間幹線バスを維持するための補助制度や、車両購入に関する県の補助制

度などは下表のとおりです。 

このうち、地域間幹線系統確保維持費補助金は、国の地域公共交通確保維持事業による補助と協調

して県が補助を行うものであり、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正に伴い、地域

公共交通計画と補助制度が連動化され、同計画に補助系統を位置付けることが補助要件化されました。 

 

■バス補助制度 
 

 
地域間幹線系統確保維持費 

補助金 
車両減価償却費等補助金 

（参考） 

ＮＰＯ等運営バス支援補助金 

交
付
先 

乗合バス事業者 乗合バス事業者 
ＮＰＯ等によるバス運営に 

補助する市町 

補
助
対
象 

補助対象系統に係る補助対象経常費用の

見込額と経常収益の見込額との差額 

補助対象購入車両減価償却費及び当

該購入に係る補助対象金融費用の合

計額 

補助対象経常費用の見込額と経常収

益の見込額との差額 

補
助
事
業
の
基
準 

・道路運送法施行規則第３条の３第１号

に規定する路線定期運行に係るもの 

・平成 13 年３月 31 日時点の複数市町村

にまたがって運行している 

・広域行政圏の中心市町村への需要等に

対応して設定されている 

・１日当たりの運行回数が３回以上 

・１日当たりの輸送量が 15～150 人 

・１日当たりの複数市町村（平成 13 年

３月 31 日時点の）をまたぐ利用が

30％または 10 人以上 

・経常収益が経常費用に達していない、

かつ、過去２ヶ年度連続して経常収益

が経常費用を超えていない（赤字路

線） 

・補助対象期間の末日（９月 30 日）に

おいて引き続き運行される予定のもの 

・補助対象期間中に新たに購入等を

行うもの 

・主として地域間幹線系統確保維持

費補助金の補助対象系統の運行の

用に供するもの 

・地上から床面までの地上高が 65

センチメートル以下、かつ定員

11 人以上の車両であって、次の

いずれかに該当するもの 

① ノンステップ型車両（スロープ

又はリフト付き） 

② ワンステップ型車両（スロープ

又はリフト付き） 

③ 小型車両（①及び②の類型に属

さない、長さ７メートル以下かつ

定員 29 人以下の車両） 

・ノンステップ型車両にあっては、

原則として、標準仕様ノンステッ

プバス認定要領に基づく認定を受

けたもの 

次の要件を満たす路線 

・ＮＰＯ等による、事業者に運行委

託する乗合バス運営または過疎地

有償運送 

・道路運送法の許可または登録を受

けている 

・国の補助を受けていない 

・輸送対象または輸送目的が特定さ

れていない 

・経常収益が経常費用に達していな

い（赤字路線） 

・運行維持のため市町がＮＰＯ等に

補助金を交付している 

・新規導入から３年以内 

交
付
額
・
補
助
率 

次のいずれか少ない額の 1/2 以内 

・経常費用見込額－経常収益見込額 

・経常費用見込額の 9/20 

購入車両（購入費の上限：１両につ

き次の額のいずれかの少ない額）の

減価償却費の 1/2 

・実費購入予定費－１円（備忘価

額） 

・ノンステップ型 1,500 万円、ワン

ステップ型 1,300 万円、小型車両

1,200 万円 

次のいずれか少ない額の 1/2 以内

（上限：１路線につき 200 万円） 

・ 経常費用－経常収益 

・ＮＰＯ等への市町補助額 
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② 国・県補助の対象となる地域間幹線バスの対象路線 

国・県の補助対象となる地域間幹

線の対象路線の詳細については、別

冊で整理しています。 

国の補助要件のうち「１日当たり

の輸送量が 15～150 人」について、

新型コロナウイルス感染症の拡大を

受けて輸送量が減少したことから、

令和５年度に申請した令和６年度計

画分までは要件緩和措置が講じられ

たところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⚫ 国の地域公共交通確保維持事業による補助について、計画制度と補助制度の連動化に

伴い、県および市町の地域公共交通に関する計画への位置付けが必要となりました。 

⚫ 新型コロナウイルス感染症などの影響により輸送量が減少する中で、輸送量が補助要

件を下回り補助対象外となることが見込まれる路線について、関係市町等とともに対

応策を検討することが必要です。 

課題 

 

     地域間幹線系統 

出典：三重交通株式会社 路線図 
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（５）高速バス 

県内から全国各地の主要都市等につながる高速バス※の路線は以下のとおりです。 

津市、四日市市、伊勢市等の県内の市町と、関東、関西方面を結ぶ路線や、四国、東北方面、北陸

方面につながる路線があります。また、実車走行距離が 50km 未満の高速道路を経由する路線として、

桑名市や東員町等の北勢地域と名古屋市をつなぐ路線もあります。 

※国のガイドラインに基づき、一つの市町村を越え、かつ、実車走行距離が 50km 以上の路線において、停車する停留

所を限定して運行する自動車により、乗合旅客を運送するもの。 

 

 ■県内から他都市への高速バス 

 

※背景図は電子国土 WEB 地理院地図を引用し、三重県発着の高速バスを図示 

（路線図ドットコム：三重県発着高速・特急バス路線図を参考として一部修正） 

 

 

 

 

 

 

⚫ 県内・県外を広域的に結ぶ高速バスについて、県内各地で整備が進められているバ

スターミナルを活用するなど、広域ネットワークを担う移動手段の一つとしてさら

なる利用促進を図る必要があります。 

課題 

 

三重 

四国 
方面 

関西 
方面 

北陸 
方面 

関東 
方面 

東北 
方面 

名古屋 

名古屋・四日市～徳島・高松・琴平 
（松山・高知へは乗継ぎ必要） 

名古屋・桑名～徳島・高山・松山 

湯の山温泉 ～名古屋 

伊賀上野 ～名古屋 

新宮・熊野 ～名古屋 

伊勢・津・四日市 
～富山・金沢 

四日市 ～京都 

津 ～京都 

鳥羽・伊勢・津・四日市 ～横浜・東京・大宮 

勝浦温泉・熊野 ～横浜・東京・大宮 

津・四日市 ～東京・川崎 

 ～東京・横浜 

白子 ～東京 

伊勢・松阪 ～東京 

伊勢・津・四日市 ～仙台 
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（６）地域鉄道 

ＪＲ、近畿日本鉄道（近鉄）の主要駅と各

市町の拠点を結ぶ５つの地域鉄道が運行して

おり、通勤・通学、市町をまたぐ広域交通に

おける重要な交通手段となっています。 

５社の年間輸送人員の合計は、人口減少の

進行等により減少傾向にある中、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により令和２年度に大

きく減少しています。令和３年度は回復に転

じていますが、以前の水準に戻っていません。  

 

■鉄道路線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■年間輸送人員の推移 

 
出典：三重県統計書 「私鉄（ＪＲを除く）各駅別旅客乗車人員」 

原典：伊勢鉄道資料、三岐鉄道資料、伊賀鉄道資料、養老鉄道資
料、四日市あすなろう鉄道資料 
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養老鉄道 三岐鉄道（三岐線） 三岐鉄道（北勢線）

四日市あすなろう鉄道 伊勢鉄道 伊賀鉄道

三岐鉄道（三岐線） 
 

 
 

養老鉄道 

 

伊賀鉄道 

 

四日市あすなろう鉄道（内部線、八王子線） 

 
 伊勢鉄道 
 

 

三岐鉄道（北勢線） 
 

 
 

⚫ 鉄道による安全な輸送を図るとともに、「大量輸送性」「定時性」「速達性」の特性を十分に発

揮するため、一層の利用促進が求められます。 

⚫ 自動車依存からの転換が図られるよう、駅からの二次交通の確保や路線間の乗換時間の短縮

など、利便性向上が求められます。 

⚫ 鉄道施設の老朽化や災害への対応、運転士不足、燃料価格の高騰など、地域鉄道の持続的な

運営には課題があることから、事業者や自治体など関係者が連携した対策が求められます。 

課題 
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養
老
鉄
道 

養老鉄道養老線は三重県桑名市から岐阜県大垣市を経て揖斐川町に至る 57.7kmの路

線です。 

平成 19 年 10 月１日から近鉄が鉄道線路等の施設を所有し、養老鉄道株式会社が同

施設を使用して運行を行う上下分離方式により運営されてきましたが、平成 30年１月

１日からは沿線市町（桑名市、大垣市、海津市、養老町、神戸町、揖斐川町、池田

町）が設立した一般社団法人養老線管理機構が鉄道線路等の施設や車両を譲り受けて

所有し、引き続き養老鉄道株式会社が同施設や車両を使用して運行を行う上下分離方

式により運営されています。 
 

三
岐
鉄
道 

北
勢
線 

三岐鉄道北勢線は、西桑名駅から阿下喜駅までの 20.4km を結んでいます。 

軌間が 762mm のナローゲージ（特殊狭軌）で、全国で他に県内の四日市あすなろう

鉄道と富山県の黒部峡谷鉄道にしかない珍しい路線です。平成 15年４月１日に近鉄か

ら三岐鉄道株式会社へ事業譲渡され、沿線市町（桑名市、いなべ市、東員町）が設備

や線路などの維持費を負担する方式（みなし上下分離方式）により運行しています。 

 

三
岐
鉄
道 

三
岐
線 

三岐鉄道三岐線は、近鉄富田駅と西藤原駅を結ぶ 26.6km（一部、貨物専用線あり）

の路線で、通勤・通学の利用はもとより、沿線の工場で生産されるセメントの輸送に

も利用されています。 

鉄道事業者が継続して運行する民営路線となっています。 

 

 

四
日
市
あ
す
な
ろ
う
鉄
道 

四日市あすなろう鉄道は、あすなろう四日市駅～内部駅間 5.7ｋｍの内部線と途中

の日永駅から分岐し西日野駅へ至る八王子線 1.3ｋｍの路線です。三岐鉄道北勢線と

同じく軌間が 762mm のナローゲージ（特殊狭軌）で、全国で他には富山県の黒部峡谷

鉄道にしかない珍しい路線です。 

四日市市が近鉄から鉄道線路等の施設や車両を譲り受けて所有し、近鉄と四日市市

が出資する四日市あすなろう鉄道株式会社が、同施設や車両を使用して運行を行う公

有民営の上下分離方式により、平成 27年４月１日から運営しています。 

 

伊
勢
鉄
道 

伊勢鉄道伊勢線は、ＪＲ関西本線河原田駅とＪＲ紀勢本線津駅を結ぶ延長 22.3km の

路線です。ＪＲ東海の特急「南紀」および快速みえが通ることで、名古屋市と伊勢・

鳥羽地域、東紀州地域をつないでいます。 

国鉄伊勢線を引き継ぐため、昭和 61 年 10 月に第３セクターの伊勢鉄道株式会社が

設立され、昭和 62 年３月 27 日に営業を開始しました。令和４年３月 27 日に 35 周年

を迎えました。 

 

伊
賀
鉄
道 

伊賀鉄道伊賀線は伊賀市内を南北に縦断し、近鉄大阪線とＪＲ関西本線を結ぶ

16.6kmの路線です。 

平成 19 年 10 月１日から近鉄が鉄道線路等の施設を所有し、伊賀鉄道株式会社が同

施設を使用して運行を行う上下分離方式により運営されていましたが、平成 29年４月

１日からは伊賀市が近鉄から鉄道線路等の施設や車両を譲り受けて所有し、引き続き

伊賀鉄道株式会社が同施設や車両を使用して運行を行う公有民営の上下分離方式によ

り運営されています。 

 
※ 端数処理の関係で総乗車人員の値と普通・定期の乗車人員の合計値が一致しない場合があります。  
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 鉄道事業の概要 乗車人員の推移 
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（７）ＪＲ・近鉄 

① ＪＲ東海・ＪＲ西日本 

ＪＲ東海・ＪＲ西日本の路線は以下の４路線があります。乗車人員は令和元年度まで、1,200 万

人程度で推移しており、令和 2 年度に新型コロナウイルス感染症の影響により大きく減少し 925 万

人となりましたが、令和３年度は増加に転じています。 

通勤・通学、市町をまたぐ広域交通における重要な交通手段となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

路線 概要 

関西本線 

関西本線（名古屋～ＪＲ難波間 174.9km）は、名古屋～大阪間を最短距離で結び、通勤・通学、産業

面や観光面での交通手段として役割を担っている鉄道です。 

次の３つの運行系統に分かれており、直通列車がないため、亀山駅および加茂駅において乗り継ぎが

必要です。 

〇ＪＲ東 海：①名古屋～亀山間（59.9km）：電化、一部複線化 

〇ＪＲ西日本：②亀山～加茂間（61.0km）：単線非電化 

③加茂～ＪＲ難波間（54.0 ㎞）：電化、木津～ＪＲ難波間（48.0km）は複線化 

紀勢本線 

紀勢本線（亀山～和歌山市間（※）384.2 ㎞）は、亀山を起点に東紀州地域を走る鉄道であり、名古

屋市から関西本線・伊勢鉄道を経由し、紀伊勝浦まで特急「南紀」が運行されています。 

（※）亀山～新宮：ＪＲ東海、新宮～和歌山市：ＪＲ西日本 

参宮線 
参宮線は多気駅～鳥羽駅間（29.1km）を結ぶ路線であり、伊勢神宮への参詣路線として建設された

路線です。 

名松線 
昭和 10 年に松阪～伊勢奥津間が開業したＪＲ名松線（43.5km､全 15 駅）は、沿線住民の通学や通

院、買い物などに利用され、地域に根付いた鉄道です。 

  

■ＪＲ在来線の乗車人員の推移（三重県） 

 
出典：三重県統計書 

原典：ＪＲ東海・西日本提供資料 
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■在来線の路線別の乗車人員（三重県、令和３年度） 

 
出典：令和５年刊 三重県統計書 

原典：ＪＲ東海・西日本提供資料 
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② 近鉄 

近鉄の路線は以下の 7 路線があります。 

乗車人員は新型コロナウイルス感染症の影響により大きく減少し、令和２年度には 5,124 万人と

なりましたが、令和３年度には増加に転じています。 

名古屋線の利用者が非常に多く、北勢・中勢地域と名古屋市との移動における主要路線です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

路線 概要 

名古屋線 伊勢中川駅から近鉄名古屋駅まで（78.8km）を結ぶ路線 

大阪線 大阪上本町駅から伊勢中川駅まで（107.6km）を結ぶ路線 

山田線 伊勢中川駅から宇治山田駅まで（28.3km）を結ぶ路線 

鳥羽線 宇治山田駅から鳥羽駅まで（13.2km）を結ぶ路線 

志摩線 鳥羽駅から賢島駅まで（24.5km）を結ぶ路線 

湯の山線 近鉄四日市駅から湯の山温泉駅まで（15.4km）を結ぶ路線 

鈴鹿線 伊勢若松駅から平田町駅まで（8.2km）を結ぶ路線 

■全路線の乗車人員の推移（三重県） 

 
出典：三重県統計書 

原典：近畿日本鉄道資料 
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⚫ 新型コロナウイルス感染症による利用者減や、エネルギー価格の高騰等の影響を受け

ていることから、県民の暮らしや県内外との交流のための移動を担う広域的な公共交

通軸として、一層の利用促進が求められます。 

課題 

■路線別の乗車人員（三重県、令和３年度） 

 
出典：令和５年度三重県統計書 

原典：近畿日本鉄道資料 
※ 端数処理の関係で総乗車人員の値と普通・定期の乗車人員の合計値が一

致しない場合があります。 
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参考：駅別の日平均乗降客数（地域鉄道含む、令和２年） 

 

出典：国土数値情報ダウンロードサービス 「駅別乗降客数（ライン）」を元に作成 
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【コラム】リニア中央新幹線の整備 

リニア中央新幹線は、東京・名古屋・大阪間の時間距

離を大幅に短縮し、東京圏、中部圏、関西圏の各圏域間

の交流･連携を一層強化し、わが国の新たな国土の大動脈

として、経済社会を支え、東京・大阪間の東海道新幹線

との二重系化による災害に強い国土の形成、ゆとりある

生活の実現に大きく貢献するとともに、日本の発展を促

進する極めて重要な社会基盤です。 

国家的プロジェクトであるリニア中央新幹線は、平成

23 年５月に全国新幹線鉄道整備法に基づく整備計画が決

定され、東海旅客鉄道株式会社に対して建設の指示が出

されました。 

東京・名古屋間においては環境影響評価の手続きを経て、平成 26 年 10 月に工事実施計画が認可され、現在、建

設工事が進められているところですが、リニア中央新幹線の整備は、東京・大阪間を直結することで初めてその機

能を十分に発揮し、効果を得ることができる事業です。 

リニア中央新幹線の全線開業は最短で 2037 年に予定されており、県内駅が亀山市に設置される予定です。 

 

■三重県のリニア中央新幹線駅の候補地（リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会提案 駅候補地案概略位置図） 

 

 

県立亀山高等学校システムメディア科卒業生制作 

関西本線 

駅候補地案概略位置図 
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（８）県民アンケートからの公共交通の利用環境に関する評価 

① 鉄道・バスの利用環境 

公共交通の利用環境では

「利用できる環境にある

（赤＋橙）」人が鉄道で

88.3%、バスで 81.1%を占

める一方で、「利用できる

環境にあるが、利用してい

ない（橙）」人が鉄道で

56.7%、バスで 70.2%とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 鉄道・バスに対する不満点 

鉄道に対する不満点として、全体では「本数が少なく不便」「駅までの距離が遠い」「鉄道では交

通費が高い」が上位となっている一方で、不便を感じない人も約２割となっています。ただし、東

紀州地域に関しては「本数が少なく不便」が約 7 割となっています。 

バスに対する不満点として、全体では「本数が少なく不便」が 55.4％であり、ついで「バスでは

時間が掛かる」「バスでは交通費が高い」の順であり、どの地区も同じ傾向です。ただし本数が少

ないことについて、中南勢地域においては不満の割合が比較的低くなっています。 
 

■鉄道・バスに対する不満な点（複数回答） 

 

鉄道
駅までの

距離が遠い
駅まで行く
手段がない

鉄道では交
通費が高い

鉄道では時
間が掛かる

本数が少な
く不便

乗り換えが
不便

行きの時間
が合わない

帰りの時間
が合わない

始発が遅す
ぎる

終発が早す
ぎる

その他の理
由

不便は感じ
ない

全体(1848件) 32.4 7.1 23.0 20.3 36.1 13.6 4.8 6.5 0.4 3.7 4.2 21.0

北勢(401件) 36.9 8.7 21.7 19.5 27.7 13.0 3.2 5.0 - 3.2 3.0 24.9

中南勢(396件) 33.1 4.8 24.2 16.9 21.7 10.9 4.8 4.0 0.5 4.5 3.8 29.0

伊勢志摩(359件) 35.9 10.6 17.8 13.9 32.9 9.2 4.2 5.8 0.3 4.5 3.6 22.6

伊賀(381件) 32.3 5.8 28.3 26.8 34.6 18.4 2.6 3.7 0.8 3.4 4.2 17.6

東紀州(311件) 21.5 5.5 22.5 25.4 70.7 17.0 10.3 15.8 0.3 2.6 7.1 8.4

バス
バス停の

距離が遠い

バス停まで
の手段がな

い

バスでは交
通費が高い

バスでは時
間が掛かる

本数が少な
く不便

乗り換えが
不便

行きの時間
が合わない

帰りの時間
が合わない

始発が遅す
ぎる

終発が早す
ぎる

その他の理
由

不便は感じ
ない

全体(1692件) 13.1 1.9 21.4 30.9 55.4 13.4 10.6 10.9 0.5 4.5 4.2 17.6

北勢(329件) 14.0 2.1 20.7 30.4 54.1 10.9 8.8 8.5 0.9 6.4 4.0 20.4

中南勢(354件) 14.1 1.7 19.5 28.2 46.0 14.1 10.7 11.3 0.8 5.6 3.4 22.0

伊勢志摩(365件) 10.7 0.3 22.7 31.0 58.1 16.2 10.4 9.0 0.3 4.1 3.0 16.7

伊賀(345件) 9.9 1.4 24.3 34.8 58.0 12.5 12.2 12.8 0.6 2.9 3.5 13.9

東紀州(299件) 17.4 4.3 19.4 29.8 61.5 12.7 11.0 13.4 - 3.3 7.7 14.4

■鉄道（単数回答） 

 
■バス（単数回答） 
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利用できる環境にあり、利用することがある 利用できる環境にあるが、利用していない 利用できる環境にない
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利用できる環境にあり、利用することがある 利用できる環境にあるが、利用していない 利用できる環境にない
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③ 交通に関する将来の不安 

将来の不安として、「加齢に伴う運転

への不安」や、「出かけること自体への

不安」、「まちから公共交通が無くなるこ

とへの不安」、「ガソリン代の高騰の不安」

が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

④ 充実してほしい公共交通の路線の考え方 

全体では「居住市町の中での移動手段

の充実」が約５割、次いで「隣接市町に

つながる手段の充実」が約２割と高くな

っています。 

 

 

 

 

 

⑤ 行政が行うべき取組 

「乗継環境の充実」が約４割、「運行

本数の維持に向けた行政による費用負担」

「運賃値下げに向けた行政による補助の

充実」が約３割となっています。 

また「自動運転など新しい移動手段の

導入」も約２割となっています。 

 

 

 

 

 ⚫ どの地域でも自動車への依存傾向が強く、公共交通を利用できる環境であっても、利

用していない状況にあるため、自動車でなくても移動目的が達成できる場合は、可能

な範囲で公共交通の利用を促すなどの取組が求められます。 

⚫ 既存の地域公共交通に対して、乗継環境の充実や運行本数の維持などを求める意見が

多いことを踏まえ、市町や交通事業者と連携して対応を進めていくことが必要です。 

課題 

 

■充実してほしい公共交通の路線の考え方 
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■交通に関する将来の不安 
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0% 20% 40% 60% 80%

自分もしくは子どもが「高校生、大学生等に

なったとき」の、通学する交通手段が不安

自分もしくは子どもが「働き始めたとき」

の、通勤する交通手段が不安

年を取り、運転ができない、不安があるよう

になったときの交通手段が不安

年を取り、出かけること自体が難しくなるこ

とが不安

公共交通を利用する人が減って、まちから公

共交通が無くなることが不安

公共交通を利用する人が減って、公共交通の

値段が高くなることが不安

ガソリン代等の高騰で、自動車が使いにくく

なることが不安

その他の不安

交通に関してはあまり不安はない

■行政が行うべき取組 

 
 

15.3 

10.3 

17.1 

12.8 

42.8 

29.4 

34.1 

19.6 

2.2 

2.1 

16.7 

0% 10% 20% 30% 40%

乗り方等の情報提供の充実

交通教育の充実

企画乗車券の販売

イベントの実施

乗継環境の充実

運賃値下げに向けた行政による補助の充実

運行本数維持に向けた行政による費用負担

自動運転など新しい移動手段の導入

その他

行政が行う必要はない

わからない
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（９）公共交通以外の輸送サービス 

鉄道や路線バスをはじめとした公共交通以外にも、地域においてはスクールバスや病院等への送

迎バス等の多様な輸送サービスがあります。県内市町の公共交通以外の輸送サービスの状況を把握

するため、各市町の交通関係担当課に対して、輸送サービスの有無や運行実態の把握状況に関する

アンケートを実施しました。 

 

輸送サービス 主な対象 主な移動経路 備考 

スクールバ
ス等 

幼稚園・保育園 通園する幼児・園児 自宅付近 
⇔目的施設 

 

小学校・中学校 通学する児童・生徒  

学生・顧客
向け送迎サ
ービス 

高校・大学 通学・通勤する学生・職員 駅⇔目的施設  

病院 通院する人  

福祉施設 通所する人  

商業施設 顧客 ショッピングモール等 

娯楽施設 顧客 温浴施設、娯楽施設等 

宿泊施設 顧客 旅館、ホテル等 

企業送迎 従業員等 工場、事業所等 

 

項目 内容 

調査対象 市町（29 市町）の交通担当課 

調査方法 メールでの調査票の発送と返信による回収 

調査期間 令和５年 10月 11 日～令和５年 10月 26 日 

調査内容 

①スクールバスや病院バスといった特定の施設への送迎バスなどの有無 

②市町内にある送迎バスなどの実態の把握状況 

③具体的な実態把握の内容（送迎先施設名、運行頻度、運行事業者など） 

対象とした 
輸送サービス 

【保育・教育】 保育園・幼稚園の送迎バス 

  小学校・中学校のスクールバス（義務教育期間として） 

  高等学校・大学等のスクールバス（高等教育以上として） 

【医療・福祉】 病院の送迎バス 

  デイサービス・デイケア施設の送迎バス 

【交流・集客】 大型商業施設のシャトルバス 

  観光施設等へのシャトルバス 

  その他施設の送迎バス 

【その他】 ボランティア輸送・助け合い輸送・地域主体輸送 
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a. 送迎バス等の有無 

  各市町へのアンケート調査により、県内各地域で運行が確認されている輸送サービスは下表のと

おりです。（令和 5 年 12 月現在、29 自治体中 23 自治体より回答） 

※回答が「運行していない」「分からない」、もしくは無回答の場合は計上していません。 

幼稚園、保育園や小中学校のスクールバスは約４割から半数前後の市町で運行されており、病院

の送迎バスやデイサービス・デイケア等の送迎バスも半数近くの市町で運行されています。 

一方、大型商業施設や観光施設等へのシャトルバスの運行を把握している市町は約２、３割程度

にとどまります。地域のボランティアによる輸送は、半数以上の市町で運行されています。 

 

■スクールバス等                   ■医療・福祉、交流・集客、地域主体の輸送サービス  

※赤字は、各地域の回答市町のうち、半数以上の市町が運行している項目 

 

b. 多様な輸送資源の内容 

  アンケート調査からは、他県からの観光客が多く訪れる主要な観光施設において、それぞれの運

営主体が実施する送迎サービスや、地域の自治体やＮＰＯ法人、社会福祉協議会による地域主体の

ボランティア輸送の状況が把握されました。一方で、これらの主体による送迎サービスについては、

市町において詳細を把握していないものもあります。 

このほか、多様な輸送資源の一つである自動車運転代行業について、県内の認定事業者数は、令

和６年２月末時点で 73 事業者となっています。 

 

 

 

 
⚫ 幼稚園や保育園、小中学校のスクールバスに加え、病院や福祉施設の送迎バスやボラ

ンティア輸送、大型商業施設や観光施設等のシャトルバスなど、一定数の多様な輸送

資源が存在しています。 

⚫ 但し、送迎バス等の運行実態等は市町の交通担当課でも詳細が把握されていないもの

が多く、今後の活用検討に向けて、更なる実態把握が必要となります。 

課題 

幼稚園 保育園 小学校 中学校 高校 大学

北勢地域 ５市町 ３市 ４市町 ４市町 ５市町 １市

（５市５町） ／１０市町 ／１０市町 ／１０市町 ／１０市町 ／１０市町 ／１０市町

中勢地域 １市 ２市町 ３市町 ２市町 １市

（２市３町） ／5市町 ／5市町 ／5市町 ／5市町 ／5市町

南勢地域 ２市 ２市町 ３市町 ３市町 ２市町 １市

（３市４町） ／7市町 ／7市町 ／7市町 ／7市町 ／7市町 ／7市町

伊賀地域 ２市 ２市 １市 １市町

（２市） ／2市 ／2市 ／2市 ／2市

東紀州地域 １町 ３市町 ３市町 ２市町

（２市３町） ／5市町 ／5市町 ／5市町 ／5市町

合計 １１市町 １０市町 １５市町 １２市町 ９市町 2市

輸送サービス

- -

-

-

-

スクールバス等 地域主体

病院 福祉施設 商業施設 観光施設 その他 ボランティア輸送等

北勢地域 ３市町 ２市 2市町 4市町 ４市町

（５市５町） ／１０市町 ／１０市町 ／１０市町 ／１０市町 ／１０市町

中勢地域 ３市町 １市 ３市町 2市町 ３市町

（２市３町） ／5市町 ／5市町 ／5市町 ／5市町 ／5市町

南勢地域 ２市町 ３市町 1市 2市 1市 ３市町

（３市４町） ／7市町 ／7市町 ／7市町 ／7市町 ／7市町 ／7市町

伊賀地域 ２市 ２市 1市 １市 1市 ２市

（２市） ／2市 ／2市 ／2市 ／2市 ／2市 ／2市

東紀州地域 ３市町 ３市町 １市 ３市町 ２市町

（２市３町） ／5市町 ／5市町 ／5市町 ／5市町 ／5市町

合計 １３市町 １１市町 ５市町 ８市町 ９市町 １４市町

-

-

-

輸送サービス

医療・福祉 交流・集客
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（10）運転士の状況 

① バス運転士の状況 

乗合バスの運転士数は、コロナ禍で一時的に減少したものの概ね横ばいとなる一方、貸切バスの

運転士数は、観光需要の縮小等を受けて減少しています。 

また、自動車運転の職業の有効求人倍率は 2 倍前後で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

② タクシー運転士の状況 

タクシーの運転士数は減少し続けており、平成

29 年度から令和３年度にかけて 320 人、22％の

減少となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■運転士数の推移と実車走行キロの推移（三重県） 

 
出典：数字でみる中部の運輸 2023「５．ハイヤー・タクシー 

 （３）タクシー事業の推移」 
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⚫ バス運転士の労働時間等の基準が変更される中で、既存の運行ダイヤの維持に対して

運転士不足が懸念されることから、積極的な運転士確保を図ることが求められます。 

⚫ タクシー運転士の長期的な減少が進むと、観光地や都市部の深夜時間帯等のタクシー

需要に対応できなくなるなど、駅からの二次交通の欠如につながる可能性があるた

め、積極的な運転士確保を図ることが求められます。 

課題 

■運転士数の推移（三重県） 

 
出典：数字でみる中部の運輸 2023「３.バス(1)バス事業の推移」 

 

■

 
出典：三重労働局資料 
※ 各年 6 月の数字。バス・タクシー・貨物輸送も含む 

 

1,299 1,337 1,302 

1,113 

1,186 
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３．本県の現状を踏まえた課題 

（１）課題の整理 

長期的に人口減少や高齢化が進み、新型コロナウイルス感染症の拡大やエネルギー価格高騰等の

厳しい状況の中でも、県民の域内の移動や広域的な活動を支える公共交通サービスの維持・充実に

向けた対応が求められます。 

① 地域内交通の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

② 広域交通の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題３ 地域間や県境を越える広域的な移動手段の確保 

 

⚫ 県内には伊勢神宮や熊野古道などの魅力的な観光資源が県内各地に点在していることから、訪
れる方が円滑にアクセスできるよう、広域交通の充実と二次交通の確保・充実などが求められ
ます。 

⚫ 将来的にリニア中央新幹線の開業が予定される中で、東京・名古屋間の開業、さらには県内駅
設置が予定される東京・大阪間の全線開業により、観光需要や産業活動等で国内外からの多く
の来県が予想されることから、リニア中央新幹線の開業による効果が県内の各市町に波及でき
るよう交通基盤の整備が求められます。 

課題４ 観光・交流を促進する広域交通ネットワークの構築 

⚫ 県民アンケート調査や、移動ビッグデータ等の分析によると、買い物や通院などの日常生活の
移動については、自身が暮らす市町や隣接する市町など、比較的近距離での移動が多くなって
います。 

⚫ 市町と連携しながら、小さな範囲での買い物や通院などの日常生活を支える地域内交通をつく
り上げ、適切に維持していくとともに、地域の実情やニーズに合わせて充実していくことが重
要です。 

 

 

 

課題１ 日常生活における地域内の移動手段の確保 

⚫ 県内の地域公共交通を支える路線バスやタクシー等の民間事業者においては、運転士や整備士
などの高齢化や、新たな担い手の不足が進んでおり、将来的に現在の路線やダイヤが維持でき
なくなる可能性があります。 

⚫ このような状況に対し、自家用有償旅客運送や一般ドライバー等の活用、スクールバスの混乗
など、交通に関する規制の緩和が進むほか、ＡＩデマンド交通、自動運転など新技術を活用し
た移動サービスの導入に向けた検討が進んでいます。 

⚫ 地域公共交通の維持が困難な地域を中心に、地域の人材や車両などの輸送資源を総動員し、地
域内の移動を支える交通サービスの導入を進めていくことが求められます。 

課題２ 移動手段の確保に向けた多様な輸送資源の活用 

⚫ 三重県は、通勤・通学のほか観光・交流や産業などさまざまな面で地域間や県境を越える移動
が多くあることから、鉄道や地域間幹線バス、旅客船などの広域的な移動手段の維持・確保が
求められます。 
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③ 公共交通における共通課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⚫ 県民の多くが公共交通を利用できる環境にあるものの、移動の大半は自動車に依存し、利便性
の低さなどから公共交通を利用しない状況にある中、交通事業者においては採算確保が厳しい
ことなどから運行本数の減少や路線の縮小などを行い、結果としてマイナスの循環が生じてい
ます。 

⚫ 県民に対して、公共交通の置かれた厳しい状況を普及啓発する取組や、過度に自動車に頼るこ
となく公共交通機関を適切に利用するための働きかけなどが重要です。 

課題７ 自動車に依存する状況から公共交通への転換 

⚫ 長期的な人口減少・高齢化に伴う利用者の減少に、新型コロナウイルス感染症やエネルギー価
格の高騰等の影響が重なり、県内の地域公共交通は厳しい状況に置かれています。 

⚫ 地域の交通環境や、各地域の交通サービスを担う民間事業者の状況を丁寧に把握しながら、県
民や来県者の多様な移動ニーズに対応する交通サービス提供のあり方や、必要な支援について
の検討が求められるとともに、障がい者や高齢者、外国人等すべての人の円滑な移動のため、
バリアフリー化などの取組の推進が求められています。 

課題８ 持続可能な地域交通とするための環境整備 

⚫ 人口減少・高齢化が進み、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた地域公共交通を支
える担い手も減少傾向にあることから、交通事業者における人材確保・育成の取組の強化が求
められます。 

⚫ 高齢者の運転免許証の返納件数は保有者数の一部にとどまっていることから、通学をはじめと
する若者の移動ニーズへの対応などを含め、自動車を運転しなくても暮らし続けられる交通サ
ービスの提供、維持が求められています。 

課題６ 人口減少・高齢化による影響をふまえた対応 

⚫ 県では、複数市町をまたぐ路線バスのうち一定の要件（１日あたり輸送人員が 15人から 150人
など）を満たす路線について、国の地域公共交通確保維持事業に協調する形で運行補助を行っ
ていますが、利用者の減少により補助要件から外れることが懸念される路線もあることから、
関係市町やバス事業者等と、さらなる利用促進や利便性向上の取組を進めるとともに、対応策
を検討することが求められます。 

課題５ 国の補助対象外となることが懸念される地域間幹線バスの対応策の検討 
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（２）地域別の状況 

ＪＲ・近鉄を軸に地域鉄道や路線バス等

により広域的なネットワークを形成し、市

町等が提供する地域内交通が連動すること

で、移動需要を支えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内の 
公共交通網と 
補助対象路線 

北勢 

中勢 

伊賀 

伊勢 
志摩 

東紀州 

⚫ 中部地域の中心地である名古屋市まで１時間以

内にアクセスできる地域であり、県民の通勤・

通学や余暇活動等でも、名古屋市への移動が多

い地域です。 

⚫ ＪＲ・近鉄といった名古屋市と結ぶ交通ネット

ワークを維持するとともに、拠点駅を持たない

市町からの広域的な移動は、地域鉄道や地域間

幹線バスが担っていることから、現在の路線を

維持していくことが求められます。 

名古屋市とつながるＪＲ・近鉄の拠点駅へ

の交通軸の維持 
北勢 

⚫ 海沿いの津駅、松阪駅の周辺に人口や都市機能

が集積しており、県庁所在地の津市に行政機能

が集積している地域です。 

⚫ 松阪駅を拠点駅として、旧市町村の山間部の生

活圏を結ぶ路線が形成されており、同一市町内

に長大な路線が生じていること、山間部から拠

点駅までの所要時間の長いことなどの課題があ

ることから、これら課題への対応に係る検討が

求められます。 

津駅・松阪駅のある海沿いの都市部への山

間部からのアクセスの確保 
中勢 

⚫ 古くから栄えてきた伊勢神宮を中心に、豊富な観

光資源を有する地域であり、伊勢神宮周辺に人口

が集まる地域です。 

⚫ コロナ禍を受けて観光需要が一時的に減少し、観

光客の回復が見込まれる中で、観光や賑わい形成

の取組等と連動した交通環境づくりを進めること

で、観光面でも暮らしの面でも利便性の高い公共

交通サービスを提供していくことが求められま

す。 

 

伊勢 
志摩 

⚫ 世界遺産熊野古道を有する、国内外からの観光需

要の集まる地域である一方で、少子高齢化が著し

く、海沿いの地域に市街地が集中する地域です。 

⚫ 鉄道、バスともに運行本数が少なく、県内でも自

動車への依存度が高い状況です。 

⚫ 長距離の移動はＪＲ紀勢本線が担うとともに、並

行する地域間幹線バスは隣接市町への移動に利用

されていることから、地域の輸送資源の活用も含

めた地域内交通の充実が求められます。 

 

 

人口減少や高齢化をふまえた地域内公共交

通の充実 
東 
紀州 

⚫ JR関西本線、JR草津線および近鉄大阪線があり、

関西圏の各都市へのつながりが強い地域です。ま

た、JR と近鉄を地域鉄道がつないでいます。 

⚫ 東西につなぐ関西本線や南北につなぐ地域鉄道に

ついて、一層の利用促進を図るとともに、隣接府

県につながる JR、近鉄との接続強化等の取組を進

めることが求められます。 

関西圏や中勢地区、伊賀市・名張市を結ぶ

鉄道やバス路線の利用促進 
伊賀 

伊勢神宮を中心とした、暮らしと観光の両

立に向けた交通ネットワークの整備 
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４．課題を踏まえた取組の方向性 

地域特性や公共交通の現状からの課題を踏まえ、本計画で進める取組の方向性を整理します。 
 

■課題                 ■主な取組方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域公共交通を支え、発展させる環境整備 

基本方針③ 環境整備 

・運転士等の確保に向けた取組や、自動運転技術の導入
などを促進します。 

・地域公共交通におけるＤＸやＧＸを促進します。 

・バリアフリー化や災害対策など、安全で誰もが利用し
やすい公共交通の環境整備を進めます。 

・国と協調して、地域間幹線バスへの支援を行います。 

・国の補助対象外となることが懸念される路線につい
て、関係市町等とともに対応策を検討します。 

・観光地へのアクセスの向上や、リニアの効果を県内に
波及できる取組を進めます。 

・複数の公共交通の乗継環境の整備を進めます。 

基本方針② 広域交通 

 広域交通ネットワークの構築・活性化 

・広域鉄道の利用促進を図ります。 

・

日常生活を支える地域内交通の維持・確保 
基本方針① 地域内交通 

 

・離島における生活航路の維持・確保に向けた取組を進
めます。 

・市町において計画的・効果的な交通施策が立案できる 
よう、国と連携して支援します。 

・ボランティア輸送やスクールバス等と連携した取組な
ど、多様な輸送資源を活用した取組を検討します。 

・地域の実情やニーズをきめ細かに把握し、市町に対す
る支援が効果的なものとなるよう検討します。 

・交通不便地域等における移動手段の確保・定着に向け
た市町の取組を支援します。 

・主要施設と駅等をつなぐ二次交通の充実に向けた取組
を進めます。 

広域交通の課題 

地域内交通の課題 

共通の課題 

⑥人口減少・高齢化によ

る影響をふまえた対応 

⑦自動車に依存する状況

から公共交通への転換 

⑧持続可能な地域交通と

するための環境整備 

③地域間や県境を越える

広域的な移動手段の確

保

④観光・交流を促進する

広域交通ネットワーク

の構築

⑤国の補助対象外となる

ことが懸念される地域

間幹線バスの対応策の

検討 

①日常生活における地域

内の移動手段の確保 

②移動手段の確保に向け

た多様な輸送資源の活

用

・他県とつなぐ広域航路の維持・確保に向けた取組を 
進めます。 
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第Ⅲ章 めざす姿と基本方針 
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１．めざす姿と地域公共交通ネットワーク 

（１）めざす姿 

県内の地域公共交通は、名古屋市と伊勢志摩地域および東紀州地域をつなぐ鉄道と、関西圏から

伊賀地域を経由して北勢地域および中勢地域を結ぶ鉄道を軸として、拠点駅などと接続する地域鉄

道や、路線バス等による広域的なネットワークを形成しており、これらと市町等が提供する地域内

交通が連動することで、日常生活や観光・交流、産業等における移動を支えています。 

行政や交通事業者だけでなく、地域交通を利用する住民や地元企業等と連携しながら、暮らしや

まちのにぎわいを支える公共交通ネットワークの維持・充実に向けて、取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 県民の暮らしで必要となる移動は、市町の中で完結することが多く、高齢化が進む中で自宅から

目的場所への移動に必要となる地域内交通を充実していくことが重要です。 

⚫ 人口減少が進行する中、若者が「住み続けたい」と思える三重県をめざすには、まちの賑わい創

出が必要であり、その一つとして公共交通の充実など生活の利便性向上を図ることが重要です。 

⚫ 県内ではＪＲや近鉄、地域間幹線バスなどが市町間を結び、愛知県や奈良県、和歌山県などの隣

県とも接続しており、観光・交流や産業などさまざまな面で県境を越えた往来が多いことから、

市町間の移動や県境を越えた移動を支える広域交通ネットワークの確保・充実も重要です。 

⚫ 人口減少が進む中、限られた担い手や予算の中で地域交通を持続可能なものとするためには、大

量輸送と個別・少量輸送の交通手段の最適な組み合わせを検討していくことが重要です。 

めざす
姿 県民の多様なニーズに対応した、持続可能な地域交通の実現 

■実現したい未来のすがた 
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（２）地域公共交通ネットワークの全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域内交通 

【位置付け】 

市町内で完結する住民の移

動に対し、市町が民間事業

者、住民等と連携して提供

する交通ネットワーク 
 

【構成する主な交通機関】 

・路線バス 

・コミュニティ交通 

（デマンド含む） 

・タクシー 

・生活航路 

・自家用有償旅客運送  

・ボランティア輸送 

        …など 

広域交通ネットワーク 

■県内で完結 

（広域拠点、生活拠点を結ぶ路線） 
 

市町の生活拠点と鉄道の骨格軸を

結ぶ、市町を越境する移動を支え

る交通ネットワーク 
 

【構成する主な交通機関】 

・路線バス  ・地域鉄道 …など 

■県外との往来 
 

県境を越える交通ネットワーク 
 

【構成する主な交通機関】 

・ＪＲ・近鉄、広域航路  …など 
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２．基本方針と施策体系 

（１）基本方針 

県内の地域公共交通に関する課題の解消に向けた取組の方向性を踏まえ、本計画のめざす姿「県

民の多様なニーズに対応した、持続可能な地域交通の実現」に向けて、それぞれの基本方針におけ

る関係者の役割と施策を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針❶ 
地域内交通 日常生活を支える地域内交通の維持・確保 

基本方針❷ 
広域交通 広域交通ネットワークの構築・活性化 

基本方針❸ 
環境整備 地域公共交通を支え、発展させる環境整備 

自家用車などの移動手段を持たない高齢者や若者など、県民の皆さんの通学や通院、買い

物などの日常生活を支える地域内交通の確保・充実に努めます。 

市町や県境を越える移動を支える広域交通の維持・確保に努めるとともに、観光・交流を

とおした広域交通の活性化を図ります。 

県内の地域公共交通が持続可能で誰もが利用しやすいものとなるよう、環境の整備や担

い手の確保、新しい技術の活用に努めます。 

 

県の主な役割 

市町が進める地域内交通の
維持・確保に向けた取組を
支援する。 

 

市町の主な役割 

住民の移動や地域の特性を
踏まえ、主体的に地域内交
通の維持・確保に努める。 

国の主な役割 

さまざまな制度を活用し
て、市町および県の計画
的、先進的な取組を支援す
る。 

県の主な役割 

市町間の移動、県間の移動
を支える広域的な交通の維
持に主体的に取り組む。 

市町の主な役割 

市町内で達成できない移動
目的に対し、地域間交通と
市町内交通を円滑につなぐ
環境を整える。 

国の主な役割 

県境を越える広域的な移動
を支える骨格軸に対して、
維持・活性化に向けた施策
を推進する。 

交通 

事業者 

行政 県民 

地元 

企業 
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（２）施策体系 

市町内の移動を支える「地域内交通」と、県民や来県者の市町間や県間を越えた交流を支える

「広域交通」の維持・充実による地域公共交通の形成を図るとともに、地域公共交通を未来にわた

り支え、発展していくための「環境整備」の達成に向けた具体的な施策を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デマンド 
交通 

地域内バス 

自家用有償 
旅客運送 

タクシー 

想定する主な交通手段 

地域鉄道 
路線バス 
（幹線） 

路線バス 
（フィーダー） 

広域航路 
広域鉄道 

■施策 

1-1 地域内交通の課題解決に向けた支援 

1-2 交通不便地域における移動手段の確保 

1-3 地域を支える二次交通の充実と多様な輸送資源の活用 
生活航路 

2-1 鉄道の維持・確保 

2-2 地域間幹線バスの維持・確保 

2-4 交通結節点での円滑な乗り継ぎの推進 

2-5 観光施策との連携 

3-2 公共交通の担い手の確保 

3-1 誰もが公共交通を利用しやすい環境の整備 

3-3 新技術の活用による課題の解決、付加価値の向上 

2-3 広域航路の維持・確保 
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（３）本計画により実現をめざすＳＤＧｓ 

2015年9月に国連で採択されたSDGs（持続可能な開発目標）で定められた17の目標について、

持続可能な地域を実現するため、三重県の中期の戦略計画「みえ元気プラン」では、三重県内にお

ける企業や団体等の SDGs に向けた取組を活性化させるとともに、企業等と連携した取組を進める

ことを掲げています。 

「県民の多様なニーズに対応した、持続可能な地域交通の実現」をめざす姿に位置付ける本計画

においても、SDGs に位置付ける目標の達成に向けて、県内で活動するあらゆる人々が健康的で安

全に移動できる環境を、事業者や住民、行政等のパートナーシップを持って実現していきます。 

 

  ■SDGsの 17の目標 

 
 

  ■本計画により達成をめざす目標 

 

目標 3（保健） 

あらゆる年齢のすべての人々の健康

的な生活を確保し、福祉を促進する 

 

目標 7（エネルギー） 

すべての人々の、安価かつ信頼でき

る持続可能な近代的エネルギーへの

アクセスを確保する 

 

目標 8（経済成長と雇用） 

包括的かつ持続可能な経済成長、お

よびすべての人々の完全かつ生産的

な雇用とディーセント・ワーク（適

切な雇用）を促進する  

目標 9（インフラ、産業化、イノベーション） 

レジリエントなインフラ構築、包括

的かつ持続可能な産業化の促進、お

よびイノベーションの拡大を図る 

 

目標 11（持続可能な都市） 

包括的で安全かつレジリエントで持

続可能な都市および人間居住を実現

する 

 

目標 13（気候変動） 

気候変動およびその影響を軽減する

ための緊急対策を講じる 

 

 

目標 17（パートナーシップ） 

持続可能な開発に向けて実施手段を

強化し、グローバル・パートナーシ

ップを活性化する 
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（４）地域公共交通を支える協働体制 

地域公共交通は、安全性や快適性を確保しながら運行する交通事業者と、計画的に地域公共交通

の運行や支援を行う行政が連携しながら、交通サービスの提供を行ってきました。 

一方で、自動車の普及や宅地開発や都市機能の郊外化などが進み、交通事業者や行政による取組

だけでは、持続的な地域公共交通の維持が困難な状況となっています。 

これからの地域公共交通は、主たる利用者である県民や地元企業とともに、地域に必要な公共交

通を守り育てていくことが必要です。 

そのため、本計画に位置付ける取組については、県民、地元企業、交通事業者、行政が協働して

推進していきます。 

 

■地域公共交通を支える各主体に期待される役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 行政や交通事業者の取組への

連携、協力 

● 従業員、顧客に対する公共交

通の利用促進等の働きかけ 

   ● 検討の場への参加 

           …など 

交通事業者の役割 

地域公共交通を運行する立場   

として、行政と連携して、将来にわ

たり持続できる方策を検討し、効率

的に地域公共交通を維持していく。 

行政の役割 

  国や県、市町は、市町内の移

動や広域的な移動に関するニーズ

をきめ細かに把握し、公共交通の

維持・確保に向けた施策を推進す

る。 

県民 

県民の役割 

行政や交通事業者の取組を理解

し、自身が公共交通の関わりを意

識しながら、積極的に公共交通の

利用や維持・確保に向けた検討の

場への参画などに取り組む。 

地元企業の役割 

企業は、行政や交通事業者の取組

に協力するとともに、従業員や顧

客への公共交通の利用促進等の働

きかけを行う。 

地元 
企業 

交通 
事業者 

行政 

● 交通に関する取組への理解 

● 公共交通の積極的な利用 

● 検討の場への参画 

         …など 

● 地域公共交通の運行維持およ 

び充実 

● 持続可能な仕組みの検討 

● 公共交通の利用促進の推進 

            …など 

● 計画的な取組の推進 

● 地域内交通や広域交通の維

持・確保に向けた支援 

● 公共交通の利用促進の推進 

            …など 

協働 
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第Ⅳ章 具体的な施策 
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基本方針❶ 地域内交通 

日常生活を支える地域内交通の維持・確保 
 

買い物や通院など暮らしの中での移動の多くが、居住市町や隣接する市町の中で行われています。

高齢者などの県民の皆さんが運転免許証を自主返納できる環境づくりや、通学をはじめとする若者

の移動ニーズへの対応に向けて、コミュニティバスやデマンド交通、自家用有償旅客運送などの確

保・充実に向けた市町の取組を支援していきます。 

 

 

 

 

施策 施策の取組方向 

1-1 
地域内交通の課題解

決に向けた支援 
市町における的確な施策立案に向けた支援 

1-2 
交通不便地域におけ

る移動手段の確保 

地域のニーズを捉えた、効果的な移動手段の導入・定着 

離島における生活航路の維持・確保 

1-3 

地域を支える二次交

通の充実と多様な輸

送資源の活用 

主要施設と駅等をつなぐ二次交通の充実 

多様な輸送資源の活用推進 

 

■施策を評価するためのＫＰＩ（重要業績評価指標）の概要 

 
施策との対応 

1-1 1-2 1-3 

地域公共交通計画を策定した市町数（累計） ○   

移動サービスの導入に向けて、県が支援を行った市町の数（累
計） 

 ○ ○ 

多様な輸送資源を活用した取組に対して、県が支援を行った件数
（累計） 

 ○ ○ 

※ KPI の詳細は p.84 
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１-１ 地域内交通の課題解決に向けた支援 
 

市町における的確な施策立案に向けた支援 

⚫ 市町における計画的・効果的な交通施策の立案のため、地域の課題や解決の方策について、国、県、

市町および交通事業者が情報を共有し協議する場づくりや、市町担当者のスキルアップの場づくりに

取り組みます。 

⚫ 地域特性や交通特性など地域の実情はさまざまで、他地域の移動サービスをそのまま導入することが

適切とは限らないものの、各事例を参考にして応用することが重要であることから、市町が地域の人

材や車両などの輸送資源を総動員し、コミュニティバスやデマンド交通、ボランティア輸送など、適

切な移動サービスを検討できるよう、移動サービスの類型化や導入、乗り合いを進めるにあたっての

留意事項等をまとめ、市町へ共有します。 

⚫ 市町の地域公共交通会議などの場において、課題の解決に向けた取組への助言や好事例の情報共有な

どを行います。また、市町を越えた移動サービスにおいて、複数の関係者間での調整が必要となった

場合、要請に応じて国・県は関係市町や交通事業者に対する助言や情報提供を行います。 

⚫ 市町が国からの補助を受けるフィーダーバスについて、それぞれの実情に応じた地域内バスの運行体

系の維持・確保に向けて、より多くの補助を受けられる可能性がある地域公共交通利便増進実施計画

の策定などに関する助言や情報提供を行います。 

主な 

取組 

❶ さまざまな関係者による協議の場や、行政担当者のスキルアップの場づくり 

❷ 移動サービスの類型化や導入に向けた留意事項の整理、共有 

❸ 地域公共交通会議等をとおした助言や好事例の情報共有と、広域的な移動サービス導入に
係る助言等  …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 仕組みづくりと運用 R6  
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩  
R10  

情報共有の場づくりの構築 

移動サービスの類型化、導入に係る留意事

項の整理 

県が整理した留意事項を活用した事業展開 

国 
制度面での助言、指導 

財政的支援 

市町 県が整理した留意事項等をふまえ、計画的事業の展開 

事業者 移動サービスの運営・利便性の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 国土交通省の「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き」では、地域の実情に合わせた交通手段の見直し

について、バスだけによらない多様な移動サービスを含めた考え方がイメージとして示されています。 

コラム 地域の実情に合わせた交通手段の見直しのイメージについて 



 

58 

 

１-２ 交通不便地域における移動手段の確保  

 

地域のニーズを捉えた、効果的な移動手段の導入・定着 

⚫ 市町に対する支援の検討にあたり、その内容が効果的なものとなるよう、住民懇談会における高齢者

や若者との意見交換などをとおして、地域の実情やニーズのきめ細かな把握に努めます。 

⚫ 交通不便地域等における移動手段の確保・定着に向けて、市町が実施するニーズ調査や実証事業、定

着の取組や、地域特性に応じた交通ネットワーク構築に向けた取組を支援します。 

主な 

取組 

❶ 地域の実情やニーズのきめ細かな把握をとおした、市町への効果的な支援の検討  

❷ 移動手段の確保・定着に向けて市町が実施する調査や実証事業等への支援  …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 

市町と連携した地域の実情やニーズのきめ細かな把握 

支援の制度づくりと運用 

移動サービス導入に向けた支援 
R6  
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩  
R10  

地域の移動ニーズのきめ細かな把握 

本格導入に向けた制度検討 

支援の実施・検証 

継続的な支援の実施 

取組や支援の改善、継続的な検討 

国 
制度面での助言、指導 

必要に応じ財政的支援 

市町 

地域の移動ニーズのきめ細かな把握 

移動サービスの利便性向上と利用促進 

移動サービスの検討と導入 

事業者 
市町と連携した事業の実践 

市町が導入する移動サービスへの協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 県では令和２年度から、移動サービスの導入に

係る市町の取組に財政支援を行っています。 

⚫ 令和６年度からは、地域との対話や実証事業に

おける検証などをふまえた取組を中心に支援を

行います。 

コラム 移動手段導入の取組への支援 

⚫ 地域の移動ニーズの把握に向けて、高齢者を対象

に実際に住民と対面で話し合う取組で、令和５年

度には志摩市を訪問し、座談会を開催しました。 

⚫ 今後、若者等とも対話を行い、移動手段の確保の

取組に反映できる仕組みづくりを検討します。 

コラム 地域の高齢者や若者等との対話 

 

 
 

 志摩市福祉座談会 南伊勢町 南島西巡回バスモデル事業（Ｒ４） 
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離島における生活航路の維持・確保 

⚫ 生活航路については、離島における日常生活を支える重要なインフラであるとともに、島外との交流

促進に欠かせないことから、引き続き、老朽化している船舶への対応など関係機関が連携して維持に

努めます。 

⚫ 地域や市町においては、観光や環境学習などの観点から、島を訪れる人を増やす取組の推進を含め

て、利用促進を図ります。 

⚫ 市町や事業者においては、効率的で利便性の高いダイヤ編成や情報発信、安全運航と乗客サービスの

向上に努めます。 

主な 

取組 

❶ 生活航路の維持・確保 

❷ 島の魅力を生かした観光、環境学習等での利用促進  …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 維持・確保に向けた支援 
R6  
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩  
R10  

航路事業の運営 

支援の継続的な実施 

国 
制度面での助言、指導 

財政的支援 

市町 

生活航路に対する関係者間の調整 

維持・確保に向けた支援 

航路事業の運営・利便性の向上 

事業者 航路事業の運営・利便性の向上 

 

⚫ 鳥羽市答志島では、平成 28 年度に「島

の暮らしを見せる、体験させる」ことに

よる体験型観光が行われました。 

⚫ 年間のツアー実施本数 138 本で、受け入

れ人数 1,583 人となっており、当時の島

の人口 1,975 人に近い人数が来島してい

ます。 

事例 三重県鳥羽市答志島「漁村生活を資源とした体験型観光の推進」 

出典：国土交通省「離島再生プランの事例集」 
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１-３ 地域を支える二次交通の充実と多様な輸送資源の活用 

 

主要施設と駅等をつなぐ二次交通の充実 

⚫ 駅や地域の拠点、観光地などへのファーストワンマイル、ラストワンマイルの移動を支えるタクシー

について、事業者によるサービスが持続的に提供できるよう、国の制度改正も見定めながら、必要な

対応策を検討します。 

⚫ 拠点駅などから主要な集約施設や観光地、医療機関、事業所等への移動を支える二次交通について、

既存の路線バスやタクシー、送迎バス等との連携も図りながら、必要に応じて確保・充実に向けた取

組を促進します。 

主な 

取組 

❶ ラストワンマイル・モビリティに係る国の制度改正を踏まえた対応の検討 

❷ 主要施設と拠点駅等をつなぐ二次交通確保に向けた新たな取組の促進   …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 
ラストワンマイル・モビリティの研究と対応策の検討 

移動サービス導入への支援の検討 
R6  
⇩  
⇩  
⇩  
⇩  
⇩  
R10  

国制度等の研究と対応策の検討 

市町等の事業支援・検証 

ラストワンマイル・モビリティの普及・

推進 

移動サービス導入の本格導入に向けた取

組の推進 

国 
制度面での助言、指導 

必要に応じ財政的支援 

市町 
ラストワンマイル・モビリティの導入 

バス・タクシー事業者等と連携した事業の実施 

事業者 
既存のタクシー事業等の運営・利便性の向上 

モデル事業（実証実験等）への協力 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 国では「ラストワンマイル・モビリティ」の確保に向けた検討会を令和 5 年度に開催し、タクシー、乗合タク

シー、自家用有償旅客運送を中心とした制度・運用の改善策を取りまとめています。 

コラム ラストワンマイル・モビリティに係る制度・運用の改善の取組 
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多様な輸送資源の活用推進 

⚫ タクシーなど既存の公共交通の活用が難しい地域では、多様な輸送資源の活用が重要となることか

ら、自家用有償旅客運送制度の活用やボランティア輸送等について、導入実績のある市町と連携し、

取組の効果や導入後の課題等の検証を進め、同様の課題を抱える地域に横展開できるよう情報提供を

行います。 

⚫ 地域の実情に応じて市町が導入する、事業者協力型自家用有償旅客運送の仕組みを活用したデマンド

交通などの取組に対して支援を行います。 

⚫ タクシー事業者の運行管理のもと、地域の自家用車や一般ドライバーを活用した新たな制度に基づく

輸送について、国の検討内容を踏まえながら制度の研究を進めるとともに、地域の実情に応じて課題

解決に向けた導入の検討に取り組みます。 

⚫ 地域によっては病院送迎バスやスクールバスなどが重要な役割を果たしていることから、例えば同じ

経路を走る路線バスとスクールバスとの連携強化による利便性向上など、多様な輸送資源を活用した

取組について、市町等と連携して研究を進めます。 

主な 

取組 

❶ 自家用有償旅客運送やボランティア輸送の取組事例の情報提供 

❷ 多様な輸送資源を活用した取組への支援 

❸ 一般ドライバー等を活用した新たな輸送制度の研究、導入の検討 

❹ スクールバス・病院バスなどの輸送資源を活用した取組の研究  …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 

制度面での指導・助言 

移動サービス導入への財政的支援と他地域への情報共有 

一般ドライバー等を活用した輸送制度の研究、導入検討 
R6  
⇩  
⇩  
⇩  
⇩  
⇩  
R10  

情報提供の仕組みづくり 

自家用有償旅客運送等を活用した取組へ

の導入、支援 

移動サービスの本格導入に向けた支援 

一般ドライバー等を活用した新たな輸送

の研究、導入の検討 

国 

制度面での助言、指導 

一般ドライバー等を活用した新たな輸送制度の制度設計 

必要に応じ財政的支援 

市町 
多様な輸送資源を活用した移動サービスの検討、導入 

一般ドライバー等を活用した輸送制度の研究、導入検討 

事業者 
市町の事業（実証実験等）への協力 

一般ドライバー等を活用した輸送導入への協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 地域の交通事業者の協力を得て運行管理や車両整備管理を行うことで、利用者への安全・安心なサービス提

供と、業務負担の軽減等が図られるとともに、地域の交通事業者も一定の収益が確保できる仕組みです。 

⚫ 県内では紀北町が実証運行を行い、課題等の検証を行ったうえで、本格導入につなげています。 

コラム 事業者協力型自家用有償旅客運送について 

【紀北町 おでかけ応援サービス「えがお」の事業主体別の役割】 
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63 

 
 

基本方針❷ 広域交通 

広域交通ネットワークの構築・活性化 
 

三重県は、ＪＲ・近鉄などによって、中京圏や関西圏とつながっており、県民の通勤・通学だけでなく、

観光・交流や産業・商業などさまざまな面で県境を越えた往来があります。 

県内では、旧市町村の生活圏を越えた広域的な移動が多くあり、地域鉄道や地域間幹線バスなどが、

その移動を支えています。 

将来にわたり、地域や他県との交流を支える広域交通ネットワークを維持するとともに、多様な移動

ニーズに対応できるよう活性化の取組を進めていきます。 

 

 

施策 施策の取組方向 

2-1 鉄道の維持・確保 

広域鉄道の利用促進と活性化 

地域鉄道の維持・確保に向けた取組の支援 

2-2 
地域間幹線バスの維

持・確保 
地域間幹線バスへの継続的な支援 

2-3 
広域航路の維持・確

保 
広域航路の維持・確保、活性化に向けた取組の推進 

2-4 
交通結節点での円滑

な乗り継ぎの推進 
バス停や駅での乗り継ぎの利便性向上 

2-5 観光施策との連携 観光事業と連動した取組への支援 

 

■施策を評価するためのＫＰＩ（重要業績評価指標）の概要 

 
施策との対応 

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 

ＪＲ・近鉄の乗客数 ○    
 

地域鉄道の乗客数 ○    
 

地域間幹線バスの実車走行キロあたり利用者
数 

 ○   
 

広域航路の利用者数   ○   

ＧＴＦＳデータをオープンデータ化した市町
の数（累計） 

   ○ 
 

県内観光地への公共交通利用の割合     ○ 

                           ※ KPI の詳細は p.85-86 
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２-１ 鉄道の維持・確保 

 

広域鉄道の利用促進と活性化 

⚫ 県内の地域公共交通の骨格を形成し、県民や来県者の移動を支えるＪＲおよび近鉄の各路線につい

て、沿線市町や観光事業者等との連携を強化し、利用促進に努めます。 

⚫ 鉄道の持続的な運行を行うため、沿線自治体などの行政や事業者が協働して、利用促進の取組や鉄道

以外の交通モードと連携したイベント等に取り組みます。 

⚫ 沿線自治体で構成する「全国鉄道網整備促進協議会」、「関西本線整備・利用促進連盟」、「三重県鉄道

網整備促進期成同盟会」を通じて、利便性向上や利用促進の取組などについて、交通事業者および国

への要望を行います。 

⚫ ＪＲ関西本線については各種調査の結果などもふまえ、「関西本線活性化利用促進三重県会議」※や

沿線自治体・関係者などで構成する協議会において住民等に対する普及啓発や利用者の確保に向けた

取組などを検討・実施し、利便性向上や利用促進を図ります。 

  ※関西本線活性化利用促進三重県会議 

令和４年４月にＪＲ西日本が輸送密度 2,000人未満の線区の収支状況を公表したことを受け、同年

６月に県・沿線自治体（亀山市、伊賀市）・ＪＲ西日本を構成員として設置した協議体。 

⚫ リニア中央新幹線については、ルート・駅位置の早期確定や一日も早い全線開業に向けた取組を積極

的に進めるとともに、開業効果を県内全域に波及させるため、リニア三重県駅を核とした県内広域交

通網の将来像や、具体的な施策や事業の検討を進めます。 

主な 

取組 

❶ 地域との協働によるＪＲ・近鉄の利用促進 

❷ 各種団体を通じた交通事業者および国への要望活動 

❸ ＪＲ関西本線の持続可能性・利便性の向上に向けた取組の推進 

❹ リニア中央新幹線の全線開業に向けた取組、県内広域交通網や具体的施策の検討 …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 

利用促進に関する支援 

要望活動の実施 

関西本線活性化利用促進三重県会議等の運営、参画 

リニア中央新幹線の早期開業に向けた取組等の検討 
R6  
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩  
R10  

支援の継続・見直し 

関西本線活性化利用促進三重県会議に

おける取組の検討、実践 

要望活動の実施 

リニア三重県駅を核とした将来像、具

体的施策の検討 

国 

制度面での助言、指導 

財政的支援 

リニア中央新幹線の早期開業に向けた支援 

市町 

利用促進に関する支援 

要望活動の実施 

関西本線活性化利用促進三重県会議等の運営、参画 

リニア中央新幹線の早期開業に向けた取組等の検討 

事業者 

鉄道事業の運営、利用促進の取組の実践、利便性の向上 

関西本線活性化利用促進三重県会議等の運営、参画 

リニア中央新幹線の早期工事着工に向けた準備等の実施 
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地域鉄道の維持・確保に向けた取組の支援 

⚫ ＪＲや近鉄の路線と接続し、地域内の移動を支える地域鉄道について、国や沿線市町と協調して、安

全輸送に必要な設備整備などへの支援を行います。また、地域鉄道の維持・確保、活性化に向けて、

それぞれの協議会等※に参画します。 

 ※養老鉄道：養老線地域公共交通再生協議会、養老鉄道活性化協議会 

  三岐鉄道北勢線：北勢線事業運営協議会 

  三岐鉄道三岐線：三岐鉄道三岐線鉄道軌道安全輸送設備等整備推進協議会 

  四日市あすなろう鉄道：四日市市地域公共交通活性化協議会 

  伊勢鉄道：伊勢鉄道再生支援協議会、伊勢鉄道経営改善会議 

伊賀鉄道：伊賀市地域公共交通活性化再生協議会、伊賀線活性化協議会 …など 

⚫ 地域の重要な通勤・通学の移動手段であるとともに、名古屋市と伊勢・鳥羽地域、東紀州地域を結ぶ

鉄道網の一部となっている伊勢鉄道については、県内の交通体系全体に及ぼす重要な鉄道として、引

き続き、維持・確保に向けて県・沿線等市町が連携して取り組みます。 

主な 

取組 

❶ 地域鉄道の設備整備に対する支援や協議会等への参画 

❷ 伊勢鉄道の維持・確保に向けて、県・沿線等市町が連携した取組の推進   …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 

財政的支援 

地域鉄道の協議会等への参画 

県・沿線等市町が連携した伊勢鉄道の維持・確保の取組

推進 R6  
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩  
R10  

各地域鉄道の協議会等への参画、維

持・確保、活性化の取組実施 

県・沿線等市町が連携した伊勢鉄道の

維持・確保の取組推進 

国 
制度面での助言、指導 

財政的支援 

市町 

財政的支援 

各地域鉄道の協議会等への参画 

事業者と連携した維持・運営 

県・沿線等市町が連携した伊勢鉄道の維持・確保の取組

推進 

事業者 

各地域鉄道の協議会等への参画、維持・確保、活性化の

取組実施 

地域鉄道の運営・利便性の向上 
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⚫ 通学や通勤、地元のイベント等と連動した利用促進の取組や、観光需要の獲得に向けた取組を行っています。 

⚫ また、沿線の高等学校等の受験日の運賃無料化、割引運賃導入などの取組も行われています。 

 

コラム 鉄道の利用促進に係る取組 

■鉄道沿線の高校・大学との連携 

 

■イベント列車等の運行 

■地域イベントでの連携 

 

伊賀線まつり 2023 

運転シミュレーション体験 

きんてつ鉄道まつりでの出店 

四日市あすなろう鉄道 

桑工ゆめ鉄道 

三岐鉄道 西藤原駅で実施 

相可高校食物調理科作成の駅弁 

伊賀線開業 100周年記念イベント 

養老鉄道 枡酒列車 四日市あすなろう鉄道 

イルミネーション列車 

サンタ電車 

三岐鉄道北勢線 四日市大学連携 

三岐鉄道北勢線 

ヴィアティントレイン 

■関西本線活性化利用促進三重県会議の取組 

鉄道沿線の企業との連携 

ＪＲ関西本線通勤モニター事業 

三重県まるみえフェスタ 

ＪＲ 大阪駅で実施 
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２-２ 地域間幹線バスの維持・確保 

 

地域間幹線バスへの継続的な支援 

⚫ 複数の市町をつなぐ地域間幹線バスについて、国の補助要件に基づき、国と協調して運行経費の補助

を行います。また、効果的な運行経路やダイヤとなるよう、個々の路線が果たしている役割をふま

え、地域や交通事業者等の関係者と協議を行い、必要に応じて見直しを行います。 

⚫ 利用者が減少して、交通事業者単独では維持が困難となることが懸念される地域間幹線バスの路線に

ついては、国と市町、交通事業者で構成する県地域公共交通協議会地域別ワーキンググループにおい

て、さらなる利用促進へ利便性向上の取組を検討するとともに、国の補助が一定期間受けられる利便

増進実施計画やサービス継続実施計画などの制度の活用も視野に、地域において必要な路線のあり方

と対応策について検討します。 

⚫ 地域間幹線バスのあり方は市町が運行する地域内フィーダーバスにも影響することから、フィーダー

バスを有する市町に対して助言等を行います。 

主な 

取組 

❶ 地域間幹線バスの運行継続に向けた支援 

❷ 国の補助対象外となることが懸念される路線の対応策の検討    …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 

地域間幹線バスの運行継続に向けた支援 

地域別ワーキンググループの開催 

国補助要件落ちが懸念される路線への対応策の検討 
R6  
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩  
R10  

地域間幹線バスの運行継続に向けた支援 

対応方針の検討 

関係者協議の実施 

国 

財政的支援（地域間幹線バス補助） 

地域別ワーキンググループへの参画 

制度面での助言、指導 

市町 

地域別ワーキンググループへの参画 

国補助要件落ちが懸念される地域間幹線バスの路線およ

びフィーダーバスへの対応策の検討 

事業者 

地域間幹線バスの維持、利用促進、利便性向上 

地域別ワーキンググループへの参画 

国補助要件落ちが懸念される路線への対応策の検討 
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２-３ 広域航路の維持・確保 

 

広域航路の維持・確保、活性化に向けた取組の推進 

⚫ 国際空港や隣県とつなぐ航路は、国内外からの観光誘客や交流・物流等の面で重要な役割を担ってい

ることから、積極的な情報発信やイベントの実施などさらなる利用促進の取組を進めます。 

⚫ 航路利用者が港から円滑に県内観光地などの目的地にアクセスすることができるよう、港から鉄道や

路線バスへの接続を図る取組や、新たな移動手段確保の取組について検討します。 

主な 

取組 

❶ 広域航路の維持・確保、活性化に向けた利用促進に係る取組の推進 

❷ 港から目的地への移動手段の導入や公共交通への接続強化に係る取組の検討  …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 

広域航路に関する関係者間の調整 

広域航路の利用促進や、港からの二次交通に係る取組へ

の対応の検討 
R6  
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩  
R10  

利用促進策や二次交通確保の取組の実施 

および対応の検討 

国 
制度面での助言・指導 

必要に応じ財政的支援 

市町 

広域航路に関する関係者間の調整 

広域航路の利用促進や、港からの二次交通に係る取組へ

の対応の検討 

事業者 

情報発信やイベント等の利用促進策の推進 

交通事業者と連携した港からの二次交通確保の取組の推

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

２-４ 交通結節点での円滑な乗り継ぎの推進 

 

バス停や駅での乗り継ぎの利便性向上 

⚫ 本県の地域公共交通ネットワークが効果的に機能するためには、広域交通と市町の地域内交通との接

続が重要な要素となることから、バス停や駅、港における待合・乗継環境の整備を進めるとともに、

交通事業者および市町は、利用しやすいダイヤや運賃の調整などをとおして利便性向上と利用促進を

図ります。 

⚫ 公共交通機関の円滑な乗り継ぎを推進するため、市町や事業者と連携して、駅やバス停、時刻表など

のＧＴＦＳデータ※のオープンデータ化を進めます。 

 ※国土交通省が定めた標準的なバス情報フォーマット 

主な 

取組 

❶ 交通事業者や市町が取り組む乗継環境の整備の促進 

❷ オープンデータ化による円滑な乗り継ぎの推進   …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 
乗継環境の整備に向けた対応の検討 

オープンデータ化の推進 R6  
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩  
R10  

乗継環境整備のため、各主体が行う対

応の検討と実践 

オープンデータ化の推進 

国 
制度面での助言、指導 

財政的支援（社会資本整備総合交付金等） 

市町 
乗継拠点の整備推進 

コミュニティバス等のＧＴＦＳデータの提供 

事業者 

乗り継ぎ利便性の向上（運行ダイヤ調整等）と乗継環境

の整備推進 

路線バスのＧＴＦＳデータの提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 多気郡多気町に令和 3 年 7 月に開業した

日本最大級の商業リゾート施設「VISON

（ヴィソン）」内に、県中南勢の新たな

交通結節点としてバスターミナルが整備

され、高速バス、路線バスの路線網が再

編されました。 

⚫ 観光・商業施設を、高速バスや生活交通

を含めた路線の拠点とすることで、生活

交通の充実や交流人口の拡大、地域活性

化等に寄与していくことが期待されま

す。 

コラム 地域の生活と観光を支えるバス交通ネットワークの拠点整備について 

相可高校食物調理科作成の駅弁 

伊賀線開業 100 周年記念イベント 
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２-５ 観光施策との連携 

 

観光事業と連動した取組への支援 

⚫ 観光需要の創出と公共交通機関の利用促進に向けて、交通事業者と沿線市町等の観光イベントとの連

携により、創意工夫を凝らした取組を進めます。 

⚫ 来県者が円滑に県内各地の観光地にアクセスできるよう、二次交通の確保・充実などの取組を進めま

す。 

⚫ 複数の公共交通機関を最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うＭａａＳの観光地におけ

る取組について、市町や事業者等と連携しながら検討を進めます。 

⚫ 旅行者の周遊を促す宿泊・滞在拠点の整備を促進するため、地域ＤＭＯや市町、観光関連事業者等が

一体となって取り組む宿泊施設や古民家等の改修、景観の整備、多言語案内・交通対策の充実、ＤＸ

を活用した情報システム導入等の支援を検討します。 

⚫ 高付加価値旅行者のニーズをふまえた移動のシームレス化への対応として、ヘリコプター、クルーザ

ー等の受入体制の検討を進めます。 

主な 

取組 

❶ 交通事業者と連携した観光事業の実施 

❷ 二次交通の確保など、観光地へのアクセスの向上 

❸ 鉄道事業者等と連携した観光ＭａａＳ事業等の検討 

❹ 旅行者のニーズに合わせたヘリコプター・クルーザーなどさまざまな交通手段の活用検討    

…など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 
市町や事業者と連携した観光事業の実施 

観光地へのアクセス向上や二次交通の確保に向けた検討 R6  
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩  
R10  

関係者が連携した観光事業の実施、改善 

国 
制度面での助言、指導 

必要に応じ財政的支援 

市町 
県や事業者と連携した観光事業の実施 

市町内観光地へのアクセス環境の向上 

事業者 
県や市町と連携した観光事業の実施 

観光地への路線の維持・利便性向上 
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基本方針❸ 環境整備 

地域公共交通を支え、発展させる環境整備 
 

人口減少・高齢化が進み、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた地域公共交通は、利用者

だけでなく、それを支える担い手も減少傾向にあり、将来的に現在の路線やダイヤが維持できなく

なることも懸念されます。 

県内の地域公共交通を将来にわたり持続可能なものとするには、交通事業者や行政だけでなく、県

民の皆さんや企業などとの協働が不可欠であり、地域公共交通を自分のこととして意識できるよう

情報発信などに取り組むとともに、新しい技術も取り入れながら、誰もが利用しやすい環境の整備

に努めます。 
 

 

施策 施策の取組方向 

3-1 

誰もが公共交通を利

用しやすい環境の整

備 

公共交通のバリアフリー化の促進 

災害対策や復旧等に向けた連携の強化 

モビリティ・マネジメントの推進 

国による制度の活用促進 

3-2 
公共交通の担い手の

確保 
路線バスやタクシー等の担い手確保に向けた取組の促進 

3-3 

新技術の活用による

課題の解決、付加価

値の向上 

新たな時代に対応した地域公共交通のＤＸ・ＧＸの促進 

 

■施策を評価するためのＫＰＩ（重要業績評価指標）の概要 

 
施策との対応 

3-1 3-2 3-3 

乗合バスのうちバリアフリー対応バス車両の割合 ○   

バス・タクシー等の運転士数  ○  

自動運転レベル４を見据えて公道における実証運行に取り組む
市町の数（累計） 

 ○ ○ 

                               ※ KPI の詳細は p.86 
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３-１ 誰もが公共交通を利用しやすい環境の整備 

 

公共交通のバリアフリー化の促進 

⚫ 県内で公共交通を利用する際に、障がい者、高齢者、妊産婦、子ども、外国人等のすべての人が円滑

に自由に移動できるよう、鉄道事業者が行うバリアフリー化（段差の解消、バリアフリートイレの設

置、転落防止対策の充実、運行情報提供設備の設置等）や、バス事業者やタクシー事業者が行うノン

ステップバスやＵＤタクシーの導入等を促進します。 

⚫ 鉄道やバス、旅客船が、外国人や色彩の識別が難しい人等にも利用しやすい公共交通機関となるよ

う、多言語の案内表示や簡略記号等の導入などの交通事業者の取組を促進します。 

主な 

取組 

❶ 交通事業者が取り組むバリアフリー対策の促進 

❷ 利用しやすい公共交通バリアフリーの促進    …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 
制度面での助言、指導 

財政的支援 R6  
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩  
R10  

バリアフリー化の推進 

財政的支援の継続実施 

国 
制度面での助言、指導 

財政的支援 

市町 
制度面での助言、指導 

財政的支援 

事業者 
段差の解消、バリアフリートイレの設置、バリアフリー

車両の導入などによる、バリアフリー化の実施 

 
 

災害対策や復旧等に向けた連携の強化 

⚫ 近い将来の発生が想定される南海トラフ地震や、気候変動に伴い頻発・激甚化している風水害に備

え、鉄道施設の耐震対策や緊急応急活動の機能確保を推進するための取組に対して、国と協調して支

援します。 

⚫ 発災時の被害を軽減するための計画運休や事前の減災対策等について、交通事業者との情報共有を密

に図り、県民への迅速かつ適切な情報発信に努めます。 

主な 

取組 

❶ 大地震に備えた鉄道施設の整備に向けた支援 

❷ 交通事業者との情報共有体制の強化  …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 
財政的支援 

迅速・適切な情報収集・発信 R6  
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩  
R10  

財政的支援の継続実施 

情報収集・発信の継続・改善 

国 
制度面での助言、指導 

財政的支援 

市町 
財政的支援 

迅速・適切な情報収集・発信 

事業者 
早期復旧のための災害対応 

行政との情報共有 
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モビリティ・マネジメントの推進 

⚫ 一人ひとりの移動（モビリティ）が環境や健康、渋滞解消、安全対策などのさまざまな面から見直さ

れ、適切な移動手段が選べるよう、子どもたちや保護者等を対象とした普及啓発やバスの乗り方教室

を実施するなど、モビリティ・マネジメントを推進します。 

⚫ 環境や交通などに関するイベント等と連携し、県民の公共交通利用の意識啓発につながる情報発信を

行います。 

主な 

取組 

❶ 子どもたちのモビリティ・マネジメントに関する学習の推進 

❷ 県民へのモビリティ・マネジメントに関する情報発信  …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 
モビリティ・マネジメントに関する普及啓発 

学校教育との連携 R6  
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩  
R10  

県・国・事業者が連携したモビリテ

ィ・マネジメントの情報発信 

各種事業の継続および見直し 

国 
教育事例等の情報発信 

財政的支援 

市町 
モビリティ・マネジメントに関する普及啓発 

学校教育との連携 

事業者 モビリティ・マネジメントへの協力・支援 

 

 

 

 

国による制度の活用促進 

⚫ 地域公共交通の「リ・デザイン（ローカル鉄道の再構築、共創、交通ＤＸ・ＧＸ）」など、国におけ

る制度改正の動向を見定め、必要に応じて国の社会資本整備総合交付金等を効果的に活用できるよ

う、支援制度の情報収集、国や市町との連絡調整、国への制度要望などを行います。 

主な 

取組 

❶ 国における制度改正の情報収集や、国・市町との連絡調整   

❷ 国の支援制度の活用  …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 国支援制度等の情報収集や連絡調整、制度の活用 R6  
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩  
R10  

国支援制度の情報収集・発信 

国の支援制度の活用 

国への制度検討の要請 

国 
地方自治体や交通事業者の意見を踏まえた支援制度の設

計・実施 

市町 国支援制度等の情報収集や連絡調整、制度の活用 

事業者 国支援制度等の情報収集や連絡調整、制度の活用 
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３-２ 公共交通の担い手の確保 

 

路線バスやタクシー等の担い手確保に向けた取組の促進 

⚫ 深刻化する運転士等の担い手不足に対応するため、積極的な求人や職場環境の改善、各種研修への参

加機会の確保や女性運転士の確保など、それぞれの状況に応じた取組を進め、関係機関が連携して人

材確保と育成に努めます。 

⚫ 高等学校でのキャリア教育において、交通事業者などの企業を題材とした職業研究や事業所研究、事

業者と連携したインターンシップなどに取り組み、高校生が魅力ややりがいを体感し、業種や職種へ

の理解を深めることで、将来的な運転士等の確保につなげます。 

⚫ 情報通信技術の飛躍的な発達や自動運転レベル４※に関する規制緩和など、自動運転を取り巻く環境

の変化を適切にとらえ、移動サービスの確保および運転士不足への対応として、自動運転の導入に向

けた取組を促進します。 

 ※自動運転レベル４：特定条件下における完全自動運転（ドライバー・フリー） 

主な 

取組 

❶ 運転士等確保の取組の促進 

❷ キャリア教育をとおした児童生徒への運転士等に係る職業理解の促進 

❸ 自動運転の導入に向けた取組の促進  …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 

運転士等確保に向けた対応の検討 

キャリア教育との連携 

自動運転導入に向けた対応の検討 
R6  
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩  
R10  

自動運転を含めた、運転士等確保に向

けた対応の検討と取組の促進 

キャリア教育への交通事業者の協力 

各種事業の継続および見直し 

国 

働きやすい職場認証制度の推進 

取組事例等の情報提供 

交通事業者への財政的支援と、担い手確保のための制度

の検討 

市町 

運転士等確保に向けた対応の検討 

キャリア教育との連携 

自動運転導入に向けた取組の推進 

事業者 

採用活動・人材育成の実施 

職場環境改善の実施 

自動運転導入に向けた対応の検討 

 

 

 

⚫ 令和２年度に創設された、自動車運送事業（トラック・

バス・タクシー事業）の運転者の職場環境改善に向けた

取組を「見える化」することで、求職者の運転者への就

職を促進し、各事業者の人材確保の取組を後押しするこ

とを目的とした制度です。 

⚫ 認証を受けることで、ハローワークにおける求人票への

認証マークの表示、認証事業者と求職者のマッチング支

援等を受けることができます。 

コラム 働きやすい職場認証制度（運転者職場環境良好度認証制度）について 
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３-３ 新技術の活用による課題の解決、付加価値の向上 

 

新たな時代に対応した地域公共交通のＤＸ・ＧＸの促進 

⚫ 市町が自動運転やＭａａＳ、ＡＩを活用したデマンド交通などの新たな技術を活用した移動サービス

の実証事業等に取り組めるよう、先進事例に関する情報の収集と共有に努めるとともに、本格導入に

向けた取組の支援について検討します。自動運転やＡＩデマンド交通、ＭａａＳなどの実証事業や導

入検討等が進んでおり、新技術の本格導入に向けた取組への支援について検討します。 

⚫ 交通事業者はそれぞれの状況に応じて、IC カードなどのキャッシュレス決済やバスロケーションシス

テムの導入など、デジタル技術を活用した利便性向上の取組を進めます。 

⚫ バス、タクシーにおける、環境負荷の小さい電気自動車、燃料電池自動車（水素自動車等）など次世

代自動車に段階的に切り替えるなど、脱炭素化に向けた交通 GX の取組を促進します。 

主な 

取組 

❶ 交通ＤＸ・ＧＸに関する最新技術等の収集と情報発信等の実施 

❷ 自動運転・ＡＩデマンド・ＭａａＳなど交通ＤＸの促進 

❸ 脱炭素化に向けた次世代バス車両・タクシー車両への転換促進   …など 

主体 関係者の主な役割 計画期間中の進め方 

県 
新技術を活用した取組への支援の検討 

民間の交通ＤＸ・ＧＸの情報発信 R6  
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩ 
⇩  
R10  

支援の検討、実施 

情報収集・発信の仕組みの構築 

情報収集・発信の継続実施 

国 
制度面での助言、指導 

財政的支援 

市町 
交通ＤＸ・ＧＸに関する実証実験の実施 

新技術を活用した公共交通の本格導入の検討 

事業者 
新技術の導入推進 

ビッグデータ等を活用した経営効率化 

 

 

 

 

 

  

⚫ 国は令和５年に「ラストワンマイル・モビリティ／自動車ＤＸ・ＧＸに関する検討会」を立上げ、ＤＸ・Ｇ

Ｘの実装による旅客自動車運送事業の将来イメージを示しています。 

⚫ 利用者利便増進に加えて、自動運転車両の遠隔監視など運転支援を含めた将来が見据えられています。 

コラム 自動車ＤＸ・ＧＸによる旅客自動車運送事業の将来のイメージ 
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第Ⅴ章 地域公共交通特定事業に

関する施策 
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１．地域公共交通利便増進実施計画 

（１）地域公共交通利便増進実施計画の策定 

地域公共交通利便増進実施計画とは、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく計画

であり、地域公共交通計画を実現するための実施計画に位置づけられています。地域公共交通計画に

おいて地域公共交通利便増進事業に関する事業を記載した場合、同事業の実施計画である地域公共交

通利便増進実施計画を作成することができます。このため、本計画において、地域公共交通利便増進

事業に関する施策を位置づけ、今後、関係者と具体的な内容を検討し、地域公共交通利便増進実施計

画を策定します。 

利便増進事業の事業内容は法第２条第 13号で規定されており、国土交通省が公表している「地域公

共交通計画等の作成と運用の手引き詳細編第４版（令和 5年 10月）」においては以下のとおり整理さ

れています。 

 

利便増進事業として位置付けることができる事業 

イ 地方公共団体がその全部又は一部の区域における輸送需要に応じた地域公共交通網の整備を図

るために行う事業であって、公共交通事業者等への支援を行うことにより次に掲げる措置の実施

を促進するもの 

(1) 旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業又は国内一般旅客定期航路事業

に係る路線等の編成の変更 

(2) 次に掲げる事業の転換又は道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送（自

家用有償旅客運送者が行うものに限る。以下「自家用有償旅客運送」という。）から道路運送事

業（一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下この（２）にお

いて同じ。）への転換 

（i）旅客鉄道事業又は旅客軌道事業から道路運送事業への転換 

（ii）一の種類の道路運送事業から他の種類の道路運送事業への転換 

（iii）一の種類の国内一般旅客定期航路事業等から他の種類の国内一般旅客定期航路事業等への

転換 

(3) 自家用有償旅客運送の導入又は路線若しくは運送の区域の変更 

ロ 地方公共団体が地域公共交通の利用者にとって利用しやすい運賃又は運行時刻の設定その他の

運送の条件の改善を図るために行う事業であって、公共交通事業者等への支援を行うことにより

次に掲げる措置の実施を促進するもの 

① 運賃又は料金の設定 

② 運行回数又は運行時刻の設定 

③ 共通乗車船券の発行 

ハ イ又はロに掲げる事業と併せて行う以下の事業 

①乗継ぎを円滑にするための運行計画の改善 
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②交通結節施設における乗降場の改善 

③乗継ぎに関する分かりやすい情報提供 

④ＩＣカード、クレジットカード又は二次元コードの導入その他の運賃又は料金の支払いの円滑化 

⑤地域公共交通の利用者の利便の増進に資する新たな車両又は自動車の導入 

⑥地域公共交通の利用者の利便の増進に資する経営の改善に関する措置 

⑦①から⑥に掲げる事業の他、地域公共交通の利用を円滑化するための措置 

出典：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 

 

（２）地域公共交通利便増進事業に関する施策 

三重県地域公共交通計画の施策を踏まえ、以下の取組を地域公共交通利便増進事業として位置づけ

ます。関係する実施主体で協議し、具体的な内容が合意されたものについて地域公共交通利便増進実

施計画を策定することとします。 

【利便増進事業として位置付ける取組】 

実施地域 実施する事業 地域公共交通計画施策との関連 分類 

東
紀
州
地
域 

１．地域間幹線系統（島勝線・尾鷲長

島線）の再編 
2-2 地域間幹線バスの維持・確保 イ（1） 

２．地域間幹線系統（熊野新宮（A）

線、熊野新宮（B）線）の再編 
2-2 地域間幹線バスの維持・確保 イ（1） 

３．島勝線の商業施設沿線への乗り入

れ 

1-3 地域を支える二次交通の充実

と多様な輸送資源の活用 
イ（1） 

4．大又線の商業施設沿線への乗り入

れ 

1-3 地域を支える二次交通の充実

と多様な輸送資源の活用 
イ（1） 

5．熊野新宮線の運行ルート変更 
1-3 地域を支える二次交通の充実

と多様な輸送資源の活用 
イ（1） 

6．海山バスセンターの整備 
2-4 交通結節点での円滑な乗り継

ぎの推進 
ハ② 

7．通し運賃の適用 
2-4 交通結節点での円滑な乗り継

ぎの推進 
ロ① 

8．時刻表の作成 
2-4 交通結節点での円滑な乗り継

ぎの推進 
ハ③ 
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２．地域旅客運送サービス継続実施計画 

（１）地域旅客運送サービス継続実施計画の策定 

地域旅客運送サービス継続実施計画とは、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく

計画であり、地域公共交通計画を実現するための実施計画に位置づけられています。地域公共交通計

画において地域旅客運送サービス継続事業に関する事業を記載した場合、同事業の実施計画である地

域旅客運送サービス継続実施計画を作成することができます。以下の当該地域間幹線バス路線は、旧

市町村を越えた生活圏での通学をはじめとした広域的な移動を担っており、代替交通手段の検討・確

保が無い中での運行廃止は、当県の地域公共交通計画の基本方針２「広域交通ネットワークの構築・

活性化」中２－２「地域間幹線バスの維持・確保」をはじめとした各施策が実現できなくなるととも

に、現に当該路線の利用者にとっては大きな影響をもたらすことが懸念されます。よって、当面の代

替交通の確保とともに、当該地域における将来を見据えた持続可能な交通のあり方を検討するため、

本計画において、地域旅客運送サービス継続事業に関する施策を位置づけ、関係者と具体的な内容を

検討し、地域旅客運送サービス継続実施計画を策定します。 

伊賀地域においては、令和 7年 1月、運行を確保・維持する必要がある地域間幹線バスとして位置

付けている阿波線・玉滝線について、運行事業者から運行継続困難との申し出があり、令和 7年 6月

に阿波線・玉滝線地域旅客運送サービス継続実施計画を策定しました。 

伊勢志摩地域においては、令和 7年 9月、運行を確保・維持する必要がある地域間幹線バスとして

位置付けている土路今一色線について、運行事業者から運行継続困難との申し出がありました。 

（２）地域旅客運送サービス継続事業に関する施策 

三重県地域公共交通計画の施策を踏まえ、以下の取組を地域旅客運送サービス継続事業として位置

づけます。関係する実施主体で協議し、具体的な内容が合意されたものについて地域旅客運送サービ

ス継続実施計画を策定することとします。 

【地域旅客運送サービス継続事業として位置付ける取組】 

実施地域 実施する事業 地域公共交通計画施策との関連 項目 

伊賀地域

(伊賀市) 

１．事業者撤退に係る阿波線における

代替運行の実施 
2-2 地域間幹線バスの維持・確保 

民間バス

路線によ

る継続 

２．事業者撤退に係る玉滝(B)線にお

ける代替運行の実施 
2-2 地域間幹線バスの維持・確保 

民間バス

路線によ

る継続 

伊勢志摩

地域 

(伊勢市) 

１．事業者撤退に係る土路今一色線に

おける代替運行の実施 
2-2 地域間幹線バスの維持・確保 

民間バス

路線によ

る継続 
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第Ⅵ章 計画の進行管理 
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１．計画の進行管理 

本計画は、令和６年度から令和 10 年度までの５年間を計画期間としており、市町や交通事業者

と連携し、地域公共交通の持続的な運営と利便性の向上を図ることで、輸送人員の確保や効率的・

計画的な運営環境の実現等を進めるものです。 

一方で、近年は地域公共交通を取り巻く社会情勢の変化や技術革新、法制度の改善など、短期間

にさまざまな変化が生じており、計画に位置付けた各取組は１年単位で実行し、実施効果を点検し

た上で、必要に応じて改善していく仕組みが必要となります。 

そのため、計画全体の「策定」から「実施」、「評価」、「見直し」の PDCAサイクルについては、

５年間で１サイクルするスケジュールとし、計画に基づく各取組は「実行」から「点検」し必要に

応じて「改善」するサイクルを単年度ごとに実施するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 
計画の策定 

DO 
計画に基づく取組の実施 

ACT 
計画の見直し 

計画の評価 

計
画
全
体
を
５
年
ご
と
に
見
直
し 

DO 
取組の実行 取組の点検 

ACT 
取組の改善 

⚫ 計画の策定 

⚫ 時代に応じた課題の

整理・分析 

⚫ 県民意見の把握 

⚫ 地域公共交通協議会

等での協議 

⚫ 市町、交通事業者と連携した取組の支援 

⚫ 市町地域公共交通会議等への参加 

⚫ 毎年の取組の進行管理と検証 

 

■ 市町・交通事業者と連携した取組（１年ごと） 

⚫ 市町の計画に基づく

取組の実行と支援 

⚫ 交通事業者の取組の

実行と支援 

⚫ 市町および交通事業

者との連携体制の構

築 

⚫ 法制度、新技術等の

研究および導入に向

けた試行 

 

 

⚫ 市町、交通事業者の

取組の進行管理指標

の収集 

⚫ 進行管理指標に基づ

く取組の点検 

⚫ 改善の必要性の検証 

※必要がある場合、 

 「ACT（改善）」へ 

⚫ 各取組の問題点と対応策の検証 

⚫ 状況に応じた取組の改善の実施 

⚫ 計画の評価および取

組実施時の問題点の

把握 

⚫ 次期計画の策定にむ

けた県民意見の把握 

⚫ 地域公共交通協議会

等での意見収集 

⚫ 計画の評価指標に基

づく評価の実施 

⚫ 次期計画の策定に向

けた取組の問題点の

整理 

■ 三重県地域公共交通計画 全体の取組（概ね５年ごと） 
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２．計画の進行管理スケジュール 

計画の進行管理については、計画全体を５年単位で見直すことを基本とし、各取組を個別に管理

しながら、次期計画の改訂につなげていきます。 

各取組については、市町や交通事業者との連携の中で毎年実行し、進行の点検をしながら必要に

応じて改善し、翌年度の取組の実行に反映していきます。 

 

ＰＤＣＡサイクル 
前回計画 本計画 次期計画 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 以降 

計
画
全
体 

PLAN（策定） 
       

DO（実施） 
       

CHECK（評価） 
       

ACT（見直し） 
       

取
組 

DO（実行） 
       

CHECK（点検） 
       

ACT（改善） 
       

 

 

 

３．実施体制 

計画全体や計画に位置付けた取組の実施については、県および市町の地域公共交通に関する会議

体（県の場合は地域公共交通協議会）への進行管理、事業評価等に関する報告と協議を経て、取組

の改善や、計画全体の見直しを検討する実施体制とします。 

 

 

 
 

 

毎年の「取組」として個別に管理 

県 
三重県地域公共交通協議会（R6.3 現在） 

【構成員】国土交通省（中部運輸局）、三重県市長会、三重県町村会、 

地域幹事会（６地域※）、公益社団法人三重県バス協会、 

一般社団法人三重県タクシー協会、三重交通労働組合、 

三重交通株式会社（バス営業部）、三重近鉄タクシー株式会社 

近畿日本鉄道株式会社（鉄道本部名古屋統括部）、 

津エアポートライン株式会社、市町の住民代表（６地域※）、 

三重県県土整備部（道路管理課、港湾・海岸課）、 

三重県警察本部、学識経験者、三重県地域連携・交通部長 

※６地域：北勢地域（菰野町）、中勢地域（鈴鹿市）、松阪地域

（明和町）、伊勢志摩地域（伊勢市）、伊賀地域（名張市）、東紀

州地域（熊野市） 

【役割】 ・三重県地域公共交通計画の策定・見直し 

・計画に基づく取組の評価 

・市町の取組の支援・協力 

・新たな取組等に対する提案         …など 

市町 
各市町の会議体 

【構成員】（地域公共交通会議の例） 

主催者（市町）、交通事業者およびその

組織団体、住民又は旅客、運輸局、 

事業者の運転者組織、道路管理者、 

都道府県警察署、学識者   …など 

※中部運輸局 令和 3 年度「地域公共交
通会議等運営マニュアル（第３改定
版）」より引用 

【役割】 

・市町の地域公共交通計画等の 

 策定・見直し 

・計画に基づく取組の点検 

・交通事業者への事業支援 

・新たな取組等に対する提案 

              …など 

協議・ 

発信 

報告・ 
連携 
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４．評価指標の設定 

取組の進行管理にあたっては、『ＫＰＩ（重要業績評価指標）』を設定し、年ごとに状況を把握し、必要

に応じて取組内容の見直しを行います。 

 

基本方針➊ 日常生活を支える地域内交通の維持・確保 

地域公共交通計画を策定した市町数（累計） 

市町においても、自主運行バスなどの域内における公共交通の方向性などを示す計画を策定することが

望ましいため、各市町の地域公共交通計画の策定状況を把握します。 
 

現状値 
目標値 

（R10 年度） 

９市町 

（Ｒ４年度までの累計） 
26 市町 

 

移動サービスの導入に向けて、県が支援を行った市町の数（累計） 

地域における移動手段確保に係る補助金の活用、地域の移動ニーズ把握や課題の整理、対応策の検討な

ど、県がさまざまな方法で全ての市町に対して支援を行うこととし、その実施状況を把握します。 
 

現状値 
目標値 

（R10 年度） 

11 市町 

（Ｒ５年度までの累計） 
29 市町 

 

多様な輸送資源を活用した取組に対して、県が支援を行った件数（累計） 

人口減少や運転士不足などへの対応のため、地域や既存の移動サービスを最大限活用する観点から、多

様な輸送資源の活用について、県からの支援の実施状況を把握します。 
 

現状値 
目標値 

（R10 年度） 

２件 

（Ｒ５年度までの累計） 
７件 
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基本方針❷ 広域交通ネットワークの構築・活性化 

ＪＲ・近鉄の乗客数 

本県の広域交通軸として重要な役割を果たしているＪＲ・近鉄の乗客数を把握します。 
 

現状値 
目標値 

（R10 年度） 

6,292万人 

（Ｒ３年度） 

（Ｒ５年度の利用者数）×△3.0％ 

（Ｒ５からの人口減少率△3.75%よりも 

利用者数の増をめざして設定） 

 

地域鉄道の乗客数 

各鉄道会社における利用促進、利便性向上などの取組などについて効果検証を行うため、伊勢鉄道、三

岐鉄道、伊賀鉄道、養老鉄道、四日市あすなろう鉄道の乗客数を把握します。 

現状値 
目標値 

（R10 年度） 

982万人 

（Ｒ３年度） 

（Ｒ５年度の利用者数）×△3.0％ 

（Ｒ５からの人口減少率△3.75%よりも 

利用者数の増をめざして設定） 

 

地域間幹線バスの実車走行キロあたり利用者数 

バス事業者における利用促進、利便性向上の取組などについて効果検証を行うため、地域間幹線バスの

利用実態について把握します。 

現状値 
目標値 

（R10 年度） 

0.52人／km 

（Ｒ５年度） 

0.50 人／km 

（Ｒ５年度の利用者数）×△3.0％ 

（Ｒ５からの人口減少率△3.75%よりも 

利用者数の増をめざして設定） 

 ※公共交通の収支状況や公共交通への県負担については、別途、参考指標として定期的に把握し、サ

ービスの提供状況を確認します。 

広域航路の利用者数 

新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、国内外から県内観光地への観光需要が増加することが見

込まれていることから、観光誘客や交流面等で重要な役割を担っている広域航路の利用者数を把握します。 

現状値 
目標値 

（R10 年度） 

35.9万人 

 （Ｒ４年度） 

57.8 万人 

（Ｒ１年度の利用者数）×△6.0％ 

（Ｒ１からの人口減少率△6.75%よりも 

利用者数の増をめざして設定） 
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ＧＴＦＳデータをオープンデータ化した市町の数（累計） 

公共交通の円滑な乗り継ぎの実現に向けて、鉄道やバス、航路などの各種情報（停留所、運行日、路線、

時刻、運賃等）のＧＴＦＳデータの整備と活用が進められていることから、オープンデータ化を行った市

町の状況について把握します。 

現状値 
目標値 

（R10 年度） 

17市町 

（Ｒ４年度までの累計） 
25市町 

 

県内観光地への公共交通利用の割合 

県内観光地への移動が自動車中心となる中、公共交通を活用した観光事業の取組等が進められているこ

とから、県内の観光地への公共交通の利用状況を把握します。 

現状値 
目標値 

（R10 年度） 

11.6％ 

（Ｒ４年度） 

13.7％以上 

（Ｒ１コロナ前） 

 

 

 

 

基本方針➌ 地域公共交通を支え、発展させる環境整備 

乗合バスのうちバリアフリー対応バス車両の割合 

乗合バスのバリアフリー化の状況を把握するため、バリアフリー対応バス車両（バリアフリー法に基づ

く移動等の円滑化基準に適合するバス車両）の導入状況を把握します。 
 

現状値 
目標値 

（R10 年度） 

88.8％ 

（Ｒ４年度） 
100％ 

 

バス・タクシー等の運転士数 

バス・タクシーの運転士が減少する中、2024 年問題などの社会情勢の変化により、さらなる不足が懸

念されることから、運転士確保に向けた取組の成果として、国において導入の検討が進められている一般

ドライバーを含め、バス・タクシー等の運転士数を把握します。 
 

現状値 
目標値 

（R10 年度） 

1,985人 

（Ｒ３年度） 
（Ｒ５の運転士数） 

 

自動運転レベル４を見据えて公道における実証運行に取り組む市町の数（累計） 

自動運転は運転士不足への対応方策や、次世代の技術を活用した新たな移動サービスとして、国におい

ても法改正を行うなど導入が進められていることから、県内における実証運行等の取組状況を把握します。 
 

 

 

現状値 
目標値 

（R10 年度） 

３市町 

 （Ｒ５年度までの累計） 
６市町 
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